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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の通信装置が、アプリケーションサーバとの間でセッションを確立する第１のセッ
ション確立ステップと、
　前記第１の通信装置が、前記セッション中のブラウザの状態情報を保存する第１の保存
ステップと、
　前記第１の通信装置が、前記ブラウザの状態情報をリポジトリサーバに送信する送信ス
テップと、
　前記リポジトリサーバが、前記ブラウザの状態情報を保存する第２の保存ステップと、
　第２の通信装置が、前記リポジトリサーバから前記ブラウザの状態情報を受信する受信
ステップと、
　前記第２の通信装置が、前記ブラウザの状態情報を用いて前記アプリケーションサーバ
とのセッションを確立する第２のセッション確立ステップと
　を有する通信方法であって、
　前記第１の保存ステップは、
　前記第１の通信装置が、当該第１の通信装置のプラットフォームに依存するブラウザの
状態情報を保存するステップと、
　前記第１の通信装置が、前記第１の通信装置のプラットフォームに依存するブラウザの
状態情報を、プラットフォームに依存しないブラウザの状態情報に変換するステップと
　を有し、
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　前記第２のセッション確立ステップは、
　前記第２の通信装置が、前記プラットフォームに依存しないブラウザの状態情報を、当
該第２の通信装置のプラットフォームに依存するブラウザの状態情報に変換するステップ
と、
　前記第２の通信装置が、前記第２の通信装置のプラットフォームに依存するブラウザの
状態情報を用いて前記アプリケーションサーバとのセッションを確立するステップと
　を有することを特徴とする通信方法。
【請求項２】
　第１の通信装置が、アプリケーションサーバとの間でセッションを確立する第１のセッ
ション確立ステップと、
　前記第１の通信装置が、前記セッション中のブラウザの状態情報を保存する第１の保存
ステップと、
　前記第１の通信装置が、前記ブラウザの状態情報をリポジトリサーバに送信する送信ス
テップと、
　前記リポジトリサーバが、前記ブラウザの状態情報を保存する第２の保存ステップと、
　第２の通信装置が、前記リポジトリサーバから前記ブラウザの状態情報を受信する受信
ステップと、
　前記第２の通信装置が、前記ブラウザの状態情報を用いて前記アプリケーションサーバ
とのセッションを確立する第２のセッション確立ステップと
　を有する通信方法であって、
　前記第１の保存ステップで保存される前記ブラウザの状態情報は、前記第１の通信装置
のプラットフォームに依存するブラウザの状態情報であり、
　前記第２の保存ステップは、
　前記リポジトリサーバが、前記第１の通信装置のプラットフォームに依存するブラウザ
の状態情報を、プラットフォームに依存しないブラウザの状態情報に変換するステップと
、
　前記リポジトリサーバが、前記プラットフォームに依存しないブラウザの状態情報を保
存するステップと
　を有し、
　前記受信ステップは、
　前記第２の通信装置が、前記リポジトリサーバに対し、ブラウザの状態情報を要求する
メッセージを送信するステップと、
　前記リポジトリサーバが、前記プラットフォームに依存しないブラウザの状態情報を、
前記第２の通信装置のプラットフォームに依存するブラウザの状態情報に変換するステッ
プと、
　前記第２の通信装置が、前記リポジトリサーバから前記第２の通信装置のプラットフォ
ームに依存するブラウザの状態情報を受信するステップと
　を有することを特徴とする通信方法。
【請求項３】
　第１の通信装置が、アプリケーションサーバとの間でセッションを確立する第１のセッ
ション確立ステップと、
　前記第１の通信装置が、前記セッション中のブラウザの状態情報を保存する第１の保存
ステップと、
　前記第１の通信装置が、前記ブラウザの状態情報をリポジトリサーバに送信する送信ス
テップと、
　前記リポジトリサーバが、前記ブラウザの状態情報を保存する第２の保存ステップと、
　第２の通信装置が、前記リポジトリサーバから前記ブラウザの状態情報を受信する受信
ステップと、
　前記第２の通信装置が、前記ブラウザの状態情報を用いて前記アプリケーションサーバ
とのセッションを確立する第２のセッション確立ステップと
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　を有する通信方法であって、
　前記アプリケーションサーバが、前記セッション中の当該アプリケーションサーバの状
態情報であって、前記第１の通信装置のプラットフォームに依存する状態情報を保存する
ステップと、
　前記アプリケーションサーバが、前記第１の通信装置のプラットフォームに依存するア
プリケーションサーバの状態情報を前記第１の通信装置に送信するステップと
　をさらに有し、
　前記第１の保存ステップは、
　前記第１の通信装置が、当該第１の通信装置のプラットフォームに依存するブラウザの
状態情報を保存するステップと、
　前記第１の通信装置が、前記第１の通信装置のプラットフォームに依存するブラウザの
状態情報を、プラットフォームに依存しないブラウザの状態情報に変換するステップと
　を有し、
　前記送信ステップは、
　前記第１の通信装置が、前記第１の通信装置のプラットフォームに依存するアプリケー
ションサーバの状態情報を、プラットフォームに依存しないアプリケーションサーバの状
態情報に変換するステップと、
　前記第１の通信装置が、前記プラットフォームに依存しないブラウザの状態情報ととも
に、前記プラットフォームに依存しないアプリケーションサーバの状態情報を前記リポジ
トリサーバに送信するステップと
　を有し、
　前記受信ステップにおいて前記第２の通信装置は、前記リポジトリサーバから前記プラ
ットフォームに依存しないブラウザの状態情報と前記プラットフォームに依存しないアプ
リケーションサーバの状態情報とを受信し、
　前記第２のセッション確立ステップは、
　前記第２の通信装置が、前記プラットフォームに依存しないブラウザの状態情報を、当
該第２の通信装置のプラットフォームに依存するブラウザの状態情報に変換するステップ
と、
　前記第２の通信装置が、前記プラットフォームに依存しないアプリケーションサーバの
状態情報を、当該第２の通信装置のプラットフォームに依存するアプリケーションサーバ
の状態情報に変換するステップと、
　前記第２の通信装置が、前記第２の通信装置のプラットフォームに依存するアプリケー
ションサーバの状態情報を前記アプリケーションサーバに送信するステップと、
　前記第２の通信装置が、前記第２の通信装置のプラットフォームに依存するブラウザの
状態情報を用いて、前記第２の通信装置のプラットフォームに依存するアプリケーション
サーバの状態情報を用いる前記アプリケーションサーバとのセッションを確立するステッ
プと
　を有することを特徴とする通信方法。
【請求項４】
　第１の通信装置が、アプリケーションサーバとの間でセッションを確立する第１のセッ
ション確立ステップと、
　前記第１の通信装置が、前記セッション中のブラウザの状態情報を保存する第１の保存
ステップと、
　前記第１の通信装置が、前記ブラウザの状態情報をリポジトリサーバに送信する送信ス
テップと、
　前記リポジトリサーバが、前記ブラウザの状態情報を保存する第２の保存ステップと、
　第２の通信装置が、前記リポジトリサーバから前記ブラウザの状態情報を受信する受信
ステップと、
　前記第２の通信装置が、前記ブラウザの状態情報を用いて前記アプリケーションサーバ
とのセッションを確立する第２のセッション確立ステップと
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　を有する通信方法であって、
　前記アプリケーションサーバが、前記セッション中の当該アプリケーションサーバの状
態情報であって、前記第１の通信装置のプラットフォームに依存する状態情報を保存する
ステップと、
　前記アプリケーションサーバが、前記第１の通信装置のプラットフォームに依存するア
プリケーションサーバの状態情報を、プラットフォームに依存しないアプリケーションサ
ーバの状態情報に変換するステップと、
　前記アプリケーションサーバが、前記プラットフォームに依存しないアプリケーション
サーバの状態情報を前記第１の通信装置に送信するステップと
　をさらに有し、
　前記第１の保存ステップは、
　前記第１の通信装置が、当該第１の通信装置のプラットフォームに依存するブラウザの
状態情報を保存するステップと、
　前記第１の通信装置のプラットフォームに依存するブラウザの状態情報を、プラットフ
ォームに依存しないブラウザの状態情報に変換するステップと
　を有し、
　前記送信ステップにおいて前記第１の通信装置は、前記プラットフォームに依存しない
ブラウザの状態情報とともに、前記プラットフォームに依存しないアプリケーションサー
バの状態情報を前記リポジトリサーバに送信し、
　前記受信ステップにおいて前記第２の通信装置は、リポジトリサーバから前記プラット
フォームに依存しないブラウザの状態情報と前記プラットフォームに依存しないアプリケ
ーションサーバの状態情報とを受信し、
　前記第２のセッション確立ステップは、
　前記第２の通信装置が、前記プラットフォームに依存しないブラウザの状態情報を、当
該第２の通信装置のプラットフォームに依存するブラウザの状態情報に変換するステップ
と、
　前記第２の通信装置が、前記プラットフォームに依存しないアプリケーションサーバの
状態情報を前記アプリケーションサーバに送信するステップと、
　前記アプリケーションサーバが、前記プラットフォームに依存しないアプリケーション
サーバの状態情報を、前記第２の通信装置のプラットフォームに依存するアプリケーショ
ンサーバの状態情報に変換するステップと、
　前記第２の通信装置が、前記第２の通信装置のプラットフォームに依存するブラウザの
状態情報を用いて、前記第２の通信装置のプラットフォームに依存するアプリケーション
サーバの状態情報を用いる前記アプリケーションサーバとのセッションを確立するステッ
プと
　を有することを特徴とする通信方法。
【請求項５】
　第１の通信装置が、アプリケーションサーバとの間でセッションを確立する第１のセッ
ション確立ステップと、
　前記第１の通信装置が、前記セッション中のブラウザの状態情報を保存する第１の保存
ステップと、
　前記第１の通信装置が、前記ブラウザの状態情報をリポジトリサーバに送信する送信ス
テップと、
　前記リポジトリサーバが、前記ブラウザの状態情報を保存する第２の保存ステップと、
　第２の通信装置が、前記リポジトリサーバから前記ブラウザの状態情報を受信する受信
ステップと、
　前記第２の通信装置が、前記ブラウザの状態情報を用いて前記アプリケーションサーバ
とのセッションを確立する第２のセッション確立ステップと
　を有する通信方法であって、
　前記アプリケーションサーバが、前記セッション中の当該アプリケーションサーバの状
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態情報であって、前記第１の通信装置のプラットフォームに依存する状態情報を保存する
ステップと、
　前記アプリケーションサーバが、前記第１の通信装置のプラットフォームに依存するア
プリケーションサーバの状態情報を前記第１の通信装置に送信するステップと
　をさらに有し、
　前記第１の保存ステップで保存される前記ブラウザの状態情報は、前記第１の通信装置
のプラットフォームに依存するブラウザの状態情報であり、
　前記送信ステップにおいて前記第１の通信装置は、前記第１の通信装置のプラットフォ
ームに依存するブラウザの状態情報とともに、前記第１の通信装置のプラットフォームに
依存するアプリケーションサーバの状態情報を前記リポジトリサーバに送信し、
　前記第２の保存ステップは、
　前記リポジトリサーバが、前記第１の通信装置のプラットフォームに依存するブラウザ
の状態情報を、プラットフォームに依存しないブラウザの状態情報に変換するステップと
、
　前記リポジトリサーバが、前記第１の通信装置のプラットフォームに依存するアプリケ
ーションサーバの状態情報を、プラットフォームに依存しないアプリケーションサーバの
状態情報に変換するステップと、
　前記リポジトリサーバが、前記プラットフォームに依存しないブラウザの状態情報と、
前記プラットフォームに依存しないアプリケーションサーバの状態情報とを保存するステ
ップと
　を有し、
　前記受信ステップは、
　前記第２の通信装置が、前記リポジトリサーバに対し、ブラウザの状態情報とアプリケ
ーションサーバの状態情報とを要求するメッセージを送信するステップと、
　前記リポジトリサーバが、前記プラットフォームに依存しないブラウザの状態情報を、
前記第２の通信装置のプラットフォームに依存するブラウザの状態情報に変換するステッ
プと、
　前記リポジトリサーバが、前記プラットフォームに依存しないアプリケーションサーバ
の状態情報を、前記第２の通信装置のプラットフォームに依存するアプリケーションサー
バの状態情報に変換するステップと、
　第２の通信装置が、前記リポジトリサーバから前記第２の通信装置のプラットフォーム
に依存するブラウザの状態情報と、前記第２の通信装置のプラットフォームに依存するア
プリケーションサーバの状態情報とを受信するステップと
　を有し、
　前記第２のセッション確立ステップは、
　前記第２の通信装置が、前記第２の通信装置のプラットフォームに依存するアプリケー
ションサーバの状態情報を前記アプリケーションサーバに送信するステップと、
　前記第２の通信装置が、前記第２の通信装置のプラットフォームに依存するブラウザの
状態情報を用いて、前記第２の通信装置のプラットフォームに依存するアプリケーション
サーバの状態情報を用いる前記アプリケーションサーバとのセッションを確立するステッ
プと
　を有することを特徴とする通信方法。
【請求項６】
　前記ブラウザの状態情報は、ドキュメントオブジェクトモデル、スクリプトオブジェク
ト、ブラウザ履歴、ブラウザキャッシュおよびクッキーのうち少なくとも１を含むことを
特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載の通信方法。
【請求項７】
　前記アプリケーションサーバの状態情報は、ＪＳＰ変数およびＣＧＩ変数のうち少なく
とも１を含むことを特徴とする請求項３乃至５のいずれかに記載の通信方法。
【請求項８】
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　第１の通信装置と、アプリケーションサーバと、リポジトリサーバと、第２の通信装置
とを有する通信システムであって、
　前記第１の通信装置は、前記アプリケーションサーバとの間でセッションを確立し、
　前記第１の通信装置は、前記セッション中のブラウザの状態情報であって、当該第１の
通信装置のプラットフォームに依存するブラウザの状態情報を保存し、
　前記第１の通信装置は、前記第１の通信装置のプラットフォームに依存するブラウザの
状態情報を、プラットフォームに依存しないブラウザの状態情報に変換し、
　前記第１の通信装置は、前記プラットフォームに依存しないブラウザの状態情報を前記
リポジトリサーバに送信し、
　前記リポジトリサーバは、前記プラットフォームに依存しないブラウザの状態情報を保
存し、
　前記第２の通信装置は、前記リポジトリサーバから前記プラットフォームに依存しない
ブラウザの状態情報を受信し、
　前記第２の通信装置は、前記プラットフォームに依存しないブラウザの状態情報を、当
該第２の通信装置のプラットフォームに依存するブラウザの状態情報に変換し、
　前記第２の通信装置は、前記第２の通信装置のプラットフォームに依存するブラウザの
状態情報を用いて前記アプリケーションサーバとのセッションを確立する
　ことを特徴とする通信システム。
【請求項９】
　第１の通信装置と、アプリケーションサーバと、リポジトリサーバと、第２の通信装置
とを有する通信システムであって、
　前記第１の通信装置は、前記アプリケーションサーバとの間でセッションを確立し、
　前記第１の通信装置は、前記セッション中のブラウザの状態情報であって、当該第１の
通信装置のプラットフォームに依存するブラウザの状態情報を保存し、
　前記第１の通信装置は、前記第１の通信装置のプラットフォームに依存するブラウザの
状態情報を前記リポジトリサーバに送信し、
　前記リポジトリサーバは、前記第１の通信装置のプラットフォームに依存するブラウザ
の状態情報を、プラットフォームに依存しないブラウザの状態情報に変換し、
　前記リポジトリサーバは、前記プラットフォームに依存しないブラウザの状態情報を保
存し、
　前記第２の通信装置は、前記リポジトリサーバに対し、ブラウザの状態情報を要求する
メッセージを送信し、
　前記リポジトリサーバは、前記プラットフォームに依存しないブラウザの状態情報を、
前記第２の通信装置のプラットフォームに依存するブラウザの状態情報に変換し、
　前記第２の通信装置は、前記リポジトリサーバから前記第２の通信装置のプラットフォ
ームに依存するブラウザの状態情報を受信し、
　前記第２の通信装置は、前記第２の通信装置のプラットフォームに依存するブラウザの
状態情報を用いて前記アプリケーションサーバとのセッションを確立する
　ことを特徴とする通信システム。
【請求項１０】
　アプリケーションサーバとの間でセッションを確立する第１のセッション確立手段と、
　前記セッション中のブラウザの状態情報であって、自機のプラットフォームに依存する
ブラウザの状態情報を保存する保存手段と、
　前記自機のプラットフォームに依存するブラウザの状態情報を、プラットフォームに依
存しないブラウザの状態情報に変換する第１の変換手段と、
　前記プラットフォームに依存しないブラウザの状態情報をリポジトリサーバに送信する
送信手段と、
　前記リポジトリサーバから前記プラットフォームに依存しないブラウザの状態情報を受
信する受信手段と、
　前記プラットフォームに依存しないブラウザの状態情報を、自機のプラットフォームに
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依存するブラウザの状態情報に変換する第２の変換手段と、
　前記自機のプラットフォームに依存するブラウザの状態情報を用いて前記アプリケーシ
ョンサーバとのセッションを確立する第２のセッション確立手段と
　を有することを特徴とする通信装置。
【請求項１１】
　第１の通信装置から、当該通信装置のブラウザの状態情報を受信する第１の受信手段と
、
　前記ブラウザの状態情報を保存する保存手段と、
　前記ブラウザの状態情報を第２の通信装置に送信する送信手段と
　を有するリポジトリサーバであって、
　前記受信手段により受信される前記ブラウザの状態情報は、前記第１の通信装置のプラ
ットフォームに依存するブラウザの状態情報であり、
　前記第１の通信装置のプラットフォームに依存するブラウザの状態情報を、プラットフ
ォームに依存しないブラウザの状態情報に変換する第１の変換手段をさらに有し、
　前記保存手段は、前記プラットフォームに依存しないブラウザの状態情報を保存し、
　前記第２の通信装置から、ブラウザの状態情報を要求するメッセージを受信する第２の
受信手段と、
　前記プラットフォームに依存しないブラウザの状態情報を、前記第２の通信装置のプラ
ットフォームに依存するブラウザの状態情報に変換する第２の変換手段と
　をさらに有することを特徴とするリポジトリサーバ。
【請求項１２】
　コンピュータに、
　アプリケーションサーバとの間でセッションを確立する第１のセッション確立ステップ
と、
　前記セッション中のブラウザの状態情報であって、自機のプラットフォームに依存する
ブラウザの状態情報を保存する保存ステップと、
　前記自機のプラットフォームに依存するブラウザの状態情報を、プラットフォームに依
存しないブラウザの状態情報に変換する第１の変換ステップと、
　前記プラットフォームに依存しないブラウザの状態情報をリポジトリサーバに送信する
送信ステップと、
　前記リポジトリサーバから前記プラットフォームに依存しないブラウザの状態情報を受
信する受信ステップと、
　前記プラットフォームに依存しないブラウザの状態情報を、自機のプラットフォームに
依存するブラウザの状態情報に変換する第２の変換ステップと、
　前記自機のプラットフォームに依存するブラウザの状態情報を用いて前記アプリケーシ
ョンサーバとのセッションを確立する第２のセッション確立ステップと
　を実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のプログラムを記録することを特徴とするコンピュータ読み取り可能
な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、概してネットワーク上の装置間における通信に関し、特に、ブラウザを用いて
確立される１以上の独立したアクティブセッションのブラウザ状態を保存し、同一もしく
は異なるブラウザおよび／またはプラットフォームを用いて、保存されたセッションを後
で読み出して再開する方法およびシステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
今日、インターネットは、情報にアクセスするためばかりでなく商品やサービスを購入す
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るために一般的に利用されている。通常、インターネットにアクセスするにはブラウザが
必要である。ブラウザはインターネットを介してウェブサイトにアクセスするために利用
される。このウェブサイトを介して、ユーザは情報を取得したり、商品やサービスを購入
することができる。通常、ブラウザとウェブサイトとの対話はセッション指向型である。
一般的に、ウェブサイトは、ブラウザに対してセッションの確立およびセッションＩＤを
最初に要求する。ウェブサイトは、セッションＩＤを用いて、当該ウェブサイト内の種々
のページを移動するブラウザを追跡し、識別する。
【０００３】
ブラウザは、アクティブウェブセッション中、ステートレスであるＨＴＴＰプロトコルに
従ってウェブサイトと対話する際に使用されるランタイム状態を蓄積する。ブラウザのラ
ンタイム状態は、クッキー、ドキュメントオブジェクト、およびスクリプトオブジェクト
として蓄積される。ブラウザがウェブサイトへのアクセスをしばらく中断した場合や、ユ
ーザが明示的にログアウトした場合に、アクティブウェブセッションが終了する。アクテ
ィブウェブセッションが終了すると、ブラウザ状態のいくつかは復元不能になる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
このセッション指向型モデルでは、アクティブセッションを確立したブラウザを一時的に
シャットダウンする場合、ユーザは同一のアクティブセッションを継続することができな
い。さらに、ユーザが、ある装置上のブラウザから別の装置上の同一または別のブラウザ
に切り替えたい場合も、同一のアクティブセッションを継続することができない。例えば
、据置型装置（デスクトップＰＣ等）上でアクティブセッションを確立しているユーザが
、当該据置型装置とモバイル装置（無線アクセス機能付きポケットＰＣ等）を取り替える
場合、ユーザは当該据置型装置のアクティブセッションを終了して、モバイル装置で新し
いアクティブセッションを確立し直さなければならない。同様に、無線通信費用を抑える
ために、他の作業をする間一時的に無線接続を中断しようとする場合、モバイル装置でア
クティブセッションを確立しているユーザは当該セッションを保存することができない。
【０００５】
ブラウザを使用してウェブページにアクセスするための方法として、後でアクセスするウ
ェブページのＵＲＬ（Uniform Resource Locator）を保存するブックマークの利用が広く
知られている。例えば、マイクロソフト（登録商標）インターネットエクスプローラ（登
録商標）の「お気に入り」等のブックマークの概念によれば、効率的で迅速なウェブペー
ジへのアクセスが可能になる。しかし、このようなブックマークを用いても、静的なウェ
ブページへの再アクセスが可能になるだけである。例えば、商品の選択条件、購買情報、
その他特定のアクティブウェブセッションに関する情報等のセッション特有の情報は保存
されないので、再び作成する必要がある。
【０００６】
また、アクティブセッションに関する情報を保存する方法として、クッキーの利用が広く
知られている。通常、クッキーはブラウザ側の記憶メカニズムであり、ブラウザを操作す
るユーザに関するセッション内またはセッション間の情報を保存するために用いられる。
一般的に、クッキーはブラウザがアクセスしているウェブサイトにより設定され、次回ア
クセスする際に当該ウェブサイトに送信される情報である。クッキーはブラウザが動作し
ている装置に送信され、保存される。ブラウザはウェブサイトにアクセスする際、以前に
保存された当該ウェブサイトに対応するクッキーを利用する。しかしながら、このような
クッキーは単一の装置に関連付けられて保存されるため、他の装置上で動作するブラウザ
では利用することができない。
【０００７】
さらに、いくつかのウェブサイトが提供する、ブラウザのユーザを識別してアクティブセ
ッション中に蓄積された購買情報を保存できる方法が広く知られている。この情報は、後
のセッションで読み出せるようにサーバ側のデータベースに保存される。この技術は、各
ウェブサイトに対して相当のユーザ追跡能力を要求するばかりでなく、ユーザに対しても
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商品またはサービスの購入を決断する前にサインインプロセスを完了しなければならない
という負担を負わせる。さらに、このようなウェブサイトに保存される購買情報には、例
えばブラウザが以前に表示したページ、セッション中にカスタマイズされた値、および／
またはブラウザナビゲーションとそれに伴うウェブサイトのカスタマイズに関する情報等
、アクティブセッションに関する情報は含まれない。従って、ウェブサイトとの新しいア
クティブセッションを確立する場合、以前のアクティブセッション中にカスタマイズした
設定の多くは再び作成されなければならない。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明は、ブラウザセッションモビリティ（ＢＳＭ）システムに関する。ＢＳＭシステム
は、アクティブセッションの取り込み、保存、および再インスタンス化をサポートする。
アクティブセッションは、アプリケーションサーバおよび、一プラットフォームである通
信装置上で動作するブラウザ間で確立される。アクティブセッションは、マルチプラット
フォームネットワークアプリケーションのプラットフォーム依存（platform specific）
バージョンを有するアプリケーションサーバによってサポートされる。アクティブセッシ
ョンが確立されると、プラットフォーム依存ランタイム状態が生成される。プラットフォ
ーム依存ランタイム状態はスナップショットとして取り込まれ、プラットフォーム非依存
（platform independent）ランタイム状態に選択的に変換されて、ＢＳＭシステムのリポ
ジトリサーバに保存される。ランタイム状態が取り込まれて変換される際には、アクティ
ブセッションのブラウザ側ランタイム状態とサーバ側ランタイム状態とが取り込まれて選
択的に変換される。または、ブラウザ側ランタイム状態のみの取り込み、選択的な変換、
および保存が行われてもよい。
【０００９】
ＢＳＭシステムは、プラットフォーム非依存ランタイム状態を用いて、マルチプラットフ
ォームネットワークアプリケーションの、異なるプラットフォーム間におけるモビリティ
をサポートする。プラットフォーム非依存ランタイム状態は記憶装置から読み出されると
、任意のプラットフォームに依存するランタイム状態に変換される。従って、アクティブ
セッションの第１のプラットフォームに依存するランタイム状態は、ネットワークアプリ
ケーションの第１のプラットフォームに依存するバージョンから取り込まれ、プラットフ
ォーム非依存ランタイム状態に選択的に変換される。プラットフォーム非依存ランタイム
状態は一旦保存され、後で読み出されると第２のプラットフォームに依存するランタイム
状態に選択的に変換される。第２のプラットフォームに依存するランタイム状態は、ネッ
トワークアプリケーションの第２のプラットフォームに依存するバージョンを用いてアク
ティブセッションとして再インスタンス化される。
【００１０】
ＢＳＭシステムにおいて、プラットフォーム依存ランタイム状態およびプラットフォーム
非依存ランタイム状態はスナップショットと表現される。プラットフォーム依存（ＰＳ）
スナップショットは、ブラウザ側およびサーバ側ランタイム状態のうち少なくともいずれ
か一方のプラットフォーム依存ランタイム状態を指す。プラットフォーム非依存（ＰＩ）
スナップショットは、プラットフォーム非依存ランタイム状態を指す。スナップショット
は、それぞれアクティブセッションの状態データおよびセッションデータを含む。ＰＩス
ナップショットおよびＰＳスナップショット間の変換は、マッピングに基づいて行われる
。マッピングによれば、異なるプラットフォームに依存するネットワークアプリケーショ
ン間で異なる、プラットフォーム依存ランタイム状態の部分を選択的に変換できる。
【００１１】
ＢＳＭシステムによれば、従来のように、ブラウザ側ランタイム状態とブラウザが動作す
る装置とを関連付けるのではなく、ランタイム状態のスナップショットをユーザがアクセ
ス可能な場所に保存することにより、ブラウザ側ランタイム状態とユーザとを関連付ける
ことができる。さらに、ＢＳＭシステムでは、アクティブセッションと特定のプラットフ
ォームとが関連付けられることがない。これは、サーバ側およびブラウザ側ランタイム状
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態の両方を含むランタイム状態を取り込んでプラットフォーム非依存ランタイム状態に選
択的に変換することにより可能になる。または、プラットフォーム非依存ランタイム状態
はブラウザ側ランタイム状態のみを含んでもよい。プラットフォーム非依存ランタイム状
態は、プラットフォーム依存ランタイム状態に選択的に変換されることにより任意のプラ
ットフォーム上で再インスタンス化される。
【００１２】
ＢＳＭシステムの特徴は、ＰＳスナップショットおよびＰＩスナップショット間の変換に
関する。例えば、ブラウザ側ランタイム状態がＰＳスナップショットに取り込まれると、
ＰＳスナップショットのブラウザ側ランタイム状態を成す状態データおよび／またはセッ
ションデータは、ＰＩスナップショットに選択的に変換される。この変換は、マッピング
記述ファイルを用いて選択的に行われる。マッピング記述ファイルによれば、ＰＳスナッ
プショットの状態データおよび／またはセッションデータのうちプラットフォームに依存
する部分が特定され、特定された状態データおよびセッションデータが、プラットフォー
ムに依存しない状態データおよびセッションデータに変換される。
【００１３】
ＢＳＭシステムの別の特徴は、ＰＩスナップショットの生成に関する。ＰＩスナップショ
ットは、アクティブセッションのプラットフォーム非依存ランタイム状態を指し、サーバ
側ランタイム状態とブラウザ側ランタイム状態とが結合されている。サーバ側ランタイム
状態がＰＩスナップショットに選択的に変換され、ブラウザ側ランタイム状態も選択的に
変換されて、ＰＩスナップショットのサーバ側ランタイム状態と結合される。または、ブ
ラウザ側ランタイム状態のみが取り込まれて、ＰＩスナップショットに選択的に変換され
る。
【００１４】
ＢＳＭシステムのさらに別の特徴は、異なるスナップショットのランタイム状態間におけ
るマッピングの設定である。マッピングは選択的に設定され、スナップショットに取り込
まれる状態データおよびセッションデータの大部分または一部分が変換されたり、全く変
換されなかったりする。マッピングにより指定される変換の量は、プラットフォームが異
なる状態およびセッションデータ間の互換性に比例する。スナップショットの状態データ
およびセッションデータが異なるプラットフォーム間で互換性をもつ場合には、マッピン
グによって全く変換が指定されない。一方、スナップショットの状態データおよびセッシ
ョンデータの一部が互換性を持たない場合は、マッピングによって適当な変換が指定され
る。
【００１５】
ＢＳＭシステムのさらに別の特徴は、アクティブセッションのランタイム状態を表すスナ
ップショットの異なる状態データおよびセッションデータ間のマッピングに関する。異な
るプラットフォーム間のマッピングは、マッピング記述ファイルに記述されている。特定
のプラットフォームに対して用いられるマッピング記述ファイルは、マスターマッピング
ファイルを用いて選択される。プラットフォームが特定されると、マスターマッピングフ
ァイルを用いて対応するマッピング記述ファイルが特定される。そして、マッピング記述
ファイルを用いて、スナップショットに含まれる状態データおよびセッションデータが選
択的に変換される。
【００１６】
本発明のさらなる目的および効果は、以下の説明と本発明の好適な実施形態を明示する添
付の図面とを参照することにより明らかになる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
本発明には、ブラウザを操作するユーザが１以上のアクティブセッションのブラウザ状態
を保存することを可能にするブラウザ状態リポジトリ（ＢＳＲ）サービスが含まれる。Ｂ
ＳＲサービスによれば、ユーザは、任意のブラウザおよび／または装置を使用して保存さ
れたブラウザ状態のいずれかを選択的に読み出し、当該ブラウザ状態に対応する同一のア
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クティブセッションを再開できる。ブラウザの現状態は、アクティブセッション中に保存
された時点と同じ状態に復元される。従って、ＢＳＲサービスによれば、ユーザはアクテ
ィブセッションのブラウザ状態を消失して、新しい装置上の新しいブラウザ状態で再びや
り直すことなく、アクティブセッション中に新しい装置またはブラウザに切り替えること
ができる。さらに、ＢＳＲサービスによれば、任意の装置またはブラウザ上で任意のアク
ティブセッションを保存して後で再開することができるだけでなく、ユーザは複数のアク
ティブセッションのブラウザ状態を同時に管理することができる。
【００１８】
図１は、ネットワーク１２を介して動作するＢＳＲサービス１０の一実施形態を示すブロ
ック図である。ＢＳＲサービス１０は、第１の装置１４および第２の装置１６として示さ
れる少なくとも１の装置を有する。さらに、ＢＳＲサービスは、少なくとも１のリポジト
リサーバ１８を有する。図１に示すように、第１および第２の装置１４、１６およびリポ
ジトリサーバ１８はネットワーク１２を介して通信接続されている。別の態様において、
ＢＳＲサービス１０は、任意の数の装置、リポジトリサーバ、および／またはネットワー
ク対応装置を有してよい。本明細書中において、「結合」、「接続」、または「相互接続
」という用語は、電気的な結合、光学的な結合、無線による結合、および／またはシステ
ム、装置、および／またはコンポーネント間にインターフェイスを提供するその他の結合
を意味する。
【００１９】
ネットワーク１２は、例えばインターネット、公的および／または私的イントラネット、
エクストラネット、および／またはデータおよびコマンド転送を可能にするその他のネッ
トワーク構成である。ネットワーク１２内で行われる通信で用いられる通信媒体は、有線
通信システムおよび／または無線通信システムである。通信媒体は、例えば、通信チャン
ネル、電波、マイクロ波、有線通信、光ファイバー通信、またはデータ、音声、および／
または動画像情報を送信可能なその他の通信媒体である。
【００２０】
第１および第２の装置１４、１６は、ネットワーク１２を介した通信接続が可能な任意の
タイプのコンピュータ装置または同様のハードウェアである。さらに、第１および第２の
装置１４、１６は、ユーザインターフェイス（ＵＩ）、メモリ、マイクロプロセッサ、お
よび／またはその他のハードウェアと関連するオペレーティングシステム／アプリケーシ
ョンを有する。第１および第２の装置１４、１６は、例えば携帯電話、携帯情報端末（Ｐ
ＤＡ）、ポケットパソコン（ＰＣ）、または無線通信が可能なその他の装置であってもよ
い。さらに、第１および第２の装置１４、１６は、例えばネットワーク端末、パソコン、
サーバ、またはネットワーク１２を介して有線通信が可能なその他の装置であってもよい
。別の態様において、第１および第２の装置１４、１６は有線および無線通信機能の両方
を有してもよい。
【００２１】
図１に示すように、第１の装置１４上では第１のブラウザ２０が動作する。同様に、第２
の装置１６上では第２のブラウザ２２が動作する。第１および第２のブラウザ２０、２２
は、ネットワーク１２上の別の装置からダウンロードしたページ特定して表示できる第１
および第２の装置１４、１６上で動作する、任意のフォームのアプリケーションである。
本実施形態において、第１および第２のブラウザ２０、２２は、例えばマイクロソフト（
登録商標）インターネットエクスプローラ（登録商標）、および／またはネットスケープ
ナビゲータ（登録商標）等のウェブブラウザである。別の態様において、第１および第２
のブラウザ２０、２２は、ネットワーク１２を介してダウンロードした任意の形式のペー
ジを特定して表示する機能を有する、任意の形式の同種同士または異種同士のブラウザで
もよい。第１および第２のブラウザ２０、２２は、テキストおよびグラフィックの表示に
加えて、動画像、音声、マルチメディアおよび／またはその他情報の表示をサポートして
もよい。ＢＳＲサービス１０の動作も、第１および第２のブラウザ２０、２２によってサ
ポートされることが望ましい。第１および第２のブラウザ２０、２２は第１および第２の
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装置１４、１６上で起動、操作され、リポジトリサーバ１８と連携して動作する。
【００２２】
リポジトリサーバ１８は、少なくとも１のサーバ等の、ネットワーク１２を介して要求を
受信し応答を送信できる任意の形式のコンピュータ装置である。本実施形態において、リ
ポジトリサーバ１８はＢＳＲサービス１０のインフラストラクチャ内で動作し、第１およ
び第２の装置１４、１６から要求を受信し応答を送信する通信機能を有する。ある態様に
おいて、リポジトリサーバ１８はハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）サーバで
あってもよい。この態様において、第１および第２の装置１４、１６は、ＨＴＴＰおよび
／または高信頼ハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰＳ）を用いてリポジトリサー
バ１８と通信を行うようにしてもよい。別の態様において、ファイル転送プロトコル（Ｆ
ＴＰ）、ネットニューズ転送プロトコル（ＮＮＴＰ）、簡易メール転送プロトコル（ＳＭ
ＴＰ）、リモートメッセージインターフェイス（ＲＭＩ：Remote Message Interface）、
コルバ（ＣＯＲＢＡ：Common Object Request Broker Architecture）、コンポーネント
オブジェクトモデル（ＣＯＭ：Component Object Model）、公的および私的専用プロトコ
ル等のプロトコルを用いてもよい。
【００２３】
ＢＳＲサービス１０の動作中、ユーザは、第１の装置１４上で動作する第１のブラウザ２
０を使用してアクティブセッションを確立する。「アクティブセッション」という用語は
、ネットワーク１２上の別の装置との任意の形式の対話を意味する。この対話では、別の
装置から提供される情報が第１のブラウザ２０を操作するユーザに対して表示、通信、伝
達される。典型的なアクティブセッションとして、第１のブラウザ２０を使用してウェブ
ページおよび関連する資料の場所を特定した後、その情報をダウンロードして表示するウ
ェブセッションがある。
【００２４】
アクティブセッションを確立してカスタマイズした後、ユーザは、ＢＳＲサービス１０を
利用してアクティブセッションのブラウザの現状態を取り込んで（ｃａｐｔｕｒｅ）保存
することができる。本明細書中において、アクティブセッションの「カスタマイズ」また
は「カスタム化」という用語は、第１のブラウザ２０を使用した対話によりブラウザ状態
に蓄積されるアクティブセッションの変更を意味する。さらに、「ブラウザの現状態」ま
たは「ブラウザ状態」という用語は、ユーザがブラウザを使用して生成したアクティブセ
ッションのカスタマイズされた状態を意味する。第１のブラウザ２０を使用して確立され
るアクティブセッションのブラウザの現状態とそれに関連する属性は格納可能な形式で取
り込まれる。取り込まれたアクティブセッションのブラウザの現状態は、「スナップショ
ット」または「ブラウザスナップショット」と呼ばれる。
【００２５】
アクティブセッションのブラウザの現状態は、ブラウザキャッシュおよびブラウザ履歴に
より構成される。ブラウザキャッシュおよびブラウザ履歴には、ドキュメントオブジェク
トおよびスクリプトオブジェクトの現状態に加えて、例えば第１のブラウザ２０が最後に
表示したページが含まれる。従って、取り込まれたアクティブセッションのブラウザの現
状態に含まれるページは動的でも静的であってもよい。さらに、ブラウザキャッシュおよ
びブラウザ履歴は、以前におよび／または最後に表示されたページ上で変更あるいは入力
された値、ブラウザ履歴、クッキー、および／またはユーザによってカスタマイズ可能な
アクティブセッションのブラウザの現状態に関連するその他のパラメータを含んでもよい
。ユーザは、リポジトリサーバ１８を使用してネットワーク１２内にアクティブセッショ
ンのブラウザの現状態を安全に保存できる。
【００２６】
ＢＳＲサービス１０によれば、ユーザは、保存されたアクティブセッションのブラウザの
現状態を後で安全に読み出すことができる。ユーザは、リポジトリサーバ１８および任意
の装置上の任意のブラウザを使用して、保存されたブラウザの現状態を取り出すことがで
きる。例えば、ユーザは、第１の装置１４上で第１のブラウザ２０、第２の装置１６上で
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第２のブラウザ２２、またはその他任意の装置とそれに付随するブラウザを用いてもよい
。保存されたブラウザの現状態が読み出されると、アクティブセッションのブラウザ状態
は復元され、同一のアクティブセッションをスナップショットが取り込まれた時点から再
開できる。
【００２７】
例えば、ユーザが、オフィスのデスクトップＰＣ上で第１のブラウザ２０を操作して厚地
の窓用カーテンを購入する場合を想定する。ここで、このユーザは、アクティブセッショ
ン中に別々のページ上で所望の色、図柄、および形等の選択をした後、帰宅して窓枠を測
定しなければならないものとする。同様に、同一のユーザが後で航空券を購入する目的で
、別のアクティブセッション中に第１のブラウザ２０を使用して別々のページ上で複数の
フライトスケジュールを組むものとする。
【００２８】
ユーザは、ＢＳＲサービス１０を利用して、第１のブラウザ２０をシャットダウンする前
にこれらカスタマイズされたアクティブセッションの各ブラウザの現状態を取り込む。そ
して、ユーザは帰宅し、窓枠を測定し、旅行の計画を仕上げ、例えばポケットＰＣ等の第
２の装置１６上で第２のブラウザ２２を起動させる。ユーザは、以前に保存されたブラウ
ザスナップショットを読み出して復元した後、アクティブセッション中にカスタマイズさ
れたページを閲覧し、厚地の窓用カーテンの選択を完了する。さらに、ユーザは以前にカ
スタマイズされたページを閲覧し、以前にカスタマイズされたアクティブセッション中に
組んだフライトスケジュールの１つを選択する。
【００２９】
ある態様において、ＢＳＲサービス１０はインターネットのインフラストラクチャとそれ
に付随するプロトコルを用いて実施可能である。この態様では、ＢＳＲサービス１０の導
入にあたり、既存のウェブサイト、装置とそれに付随するブラウザにほとんど変更を加え
る必要がない。別の態様において、ＢＳＲサービス１０はその他任意のインフラストラク
チャとそれに付随するプロトコルを用いて実施してもよい。
【００３０】
図２は、ＢＳＲサービス１０の一実施形態を示すより詳細なブロック図である。ＢＳＲサ
ービス１０は、図１を参照して説明した実施形態と同様に、第１のブラウザ２０を搭載し
た第１の装置１４、第２のブラウザ２２を搭載した第２の装置１６、およびネットワーク
１２を介して図２に示すように通信するリポジトリサーバ１８を有する。図２は、リポジ
トリサーバ１８、第１および第２の装置１４、１６各々とネットワーク１２を介して通信
する少なくとも１のサイト３０を例示している。さらに、図２は、本実施形態のＢＳＲサ
ービス１０のインフラストラクチャの一部分として、第１および第２の装置１４、１６上
で動作するＢＳＲ装置モジュール３４、およびリポジトリサーバ１８上で動作するＢＳＲ
リポジトリモジュール３６を例示している。別の態様において、任意の数のセキュアサイ
トおよび／または非セキュアサイトを含むようにしてもよい。さらに、ＢＳＲサービス１
０の一部分として同図に例示するモジュールの数は図２に示す数より少なくしてもよいし
、多くしてもよい。
【００３１】
一方、サイト３０は、ブラウザを介した情報に対するアクセスを提供可能な、ネットワー
ク１２を介して通信する任意のメカニズムである。サイト３０は、不正アクセスの可能性
を最小限にするためのいずれの形式のセキュリティも有しない非セキュアサイトであって
もよいし、反対にセキュアサイトであってもよい。従って、第１および第２のブラウザ２
０、２２は、セキュリティのレベルに応じて高信頼性（secure）または非高信頼性通信を
用いてサイト３０を閲覧する。第１および第２のブラウザ２０、２２は、サイト３０が非
セキュアサイトの場合、ＨＴＴＰメッセージを用いて通信し、サイト３０がセキュアサイ
トの場合、ＨＴＴＰＳメッセージを用いて通信する。別の態様において、サイト３０は、
セキュアサイトの部分および非セキュアサイトの部分を含んでもよい。この態様において
、通信は、閲覧するサイトの部分に応じて高信頼性通信と非高信頼性通信の間でシフトす
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るようにしてもよい。
【００３２】
ＢＳＲ装置モジュール３４は、第１および第２の装置１４、１６の少なくともいずれか１
つで起動される任意のアプリケーションである。ＢＳＲ装置モジュール３４は、第１およ
び第２のブラウザ２０、２２の機能を向上させるか、もしくは連携して動作することでＢ
ＳＲサービス１０をサポートする。本実施形態において、ＢＳＲ装置モジュール３４は、
ダウンロード可能なブラウザプラグインであり、第１および第２のブラウザ２０、２２に
適用可能である。一般的に、ブラウザプラグインは、アプリケーションに機能またはサー
ビスを付加する周知の形式のアプリケーションである。別の態様において、ＢＳＲ装置モ
ジュール３４は、第１および第２の装置１４、１６内で、第１および第２のブラウザ２０
、２２の機能を向上させる独立型のモジュールであってもよい。
【００３３】
図３は、ＢＳＲ装置モジュール３４の一実施形態を示すブロック図である。本実施形態に
おいて、ＢＳＲ装置モジュール３４は、インターフェイスコンポーネント４０、セキュリ
ティコンポーネント４２、取り込みコンポーネント４４、および復元コンポーネント４６
を有する。別の態様において、ＢＳＲ装置モジュール３４は、例えばスナップショット保
存機能、ユーザ認証機能、またはＢＳＲサービス１０に係るその他の機能等の付加的な機
能を有してもよい。
【００３４】
インターフェイスコンポーネント４０は、第１および第２の装置１４、１６のユーザにＢ
ＳＲサービス１０とのインターフェイスを提供する。ユーザは、このインターフェイスを
使用して、ＢＳＲサービス１０の機能に加えてＢＳＲ装置モジュール３４により提供され
る付加的な機能の動作を命令できる。さらに、インターフェイスコンポーネント４０は、
ユーザインターフェイスを特定の装置のハードウエアに適合させる変換機能を提供する。
例えば、ある装置においてユーザインターフェイスはタッチスクリーンであってもよいし
、別の装置においてユーザインターフェイスはボタンであってもよいし、さらに別の装置
においてユーザインターフェイスは音声や動画による対話であってもよい。つまり、イン
ターフェイスコンポーネント４０は装置のハードウエアを認識して、ユーザインターフェ
イスをハードウエアに適合させる。
【００３５】
セキュリティコンポーネント４２は、ＢＳＲサービス１０のセキュリティを保証する。す
なわち、セキュリティコンポーネント４２は高信頼性通信を選択的に行い、ＢＳＲサービ
ス１０の不正使用を防止する。ユーザは、取り込みコンポーネント４４を用いることによ
り、アクティブセッションのブラウザスナップショットを取り込んで保存することができ
る。同様に、ユーザは、復元コンポーネント４６を用いることにより、取り込まれたブラ
ウザスナップショットの読み出しを命令できる。ＢＳＲ装置モジュール３４の各コンポー
ネントの機能については以下で詳細に説明する。
【００３６】
図４および５は、ユーザインターフェイスバー５０を例としてインターフェイスの実施形
態を例示している。ユーザインターフェイスバー５０は、インターフェイスコンポーネン
ト４０（図３参照）を用いて起動および管理される。ある態様において、ユーザインター
フェイスバー５０は、第１および第２の装置１４、１６（図２参照）のグラフィカルユー
ザインターフェイス（ＧＵＩ）を実装したブラウザウィンドウ内に表示されてもよい。別
の態様において、ユーザインターフェイスバー５０は、別のウィンドウ内、または別のペ
ージとして表示されてもよい。さらに別の態様において、ユーザインターフェイスバー５
０の選択可能な機能（以下で説明する）は、ハードボタン、個別アイコン、音声認識、お
よび／またはユーザがＢＳＲサービス１０（図２参照）の機能に対して命令可能なその他
のメカニズムを用いて表示してもよい。
【００３７】
インターフェイスコンポーネント４０が起動されると、本実施形態のユーザインターフェ
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イスバー５０はHypertext Markup Language（ＨＴＭＬ）のページを表示する。本実施形
態において、このページはＢＳＲリポジトリモジュール３６（図２参照）が動作するリポ
ジトリサーバ１８（図２参照）から提供される。従って、インターフェイスコンポーネン
ト４０を実行するために、第１および第２のブラウザ２０、２２の構成に加えるべき変更
あるいは追加は比較的少ない。
【００３８】
別の態様において、このページは、例えばeXtensible Markup Language（ＸＭＬ）、Wire
less Markup Language（ＷＭＬ）、Compact Hypertext Markup Language（ｃＨＴＭＬ）
および／またはその他の言語で記述されたページであってもよい。さらに、このページは
、インターフェイスコンポーネント４０と連携して動作する、ネットワーク１２内のその
他の装置から提供されてもよい。さらに別の態様において、ユーザインターフェイスバー
５０は、インターフェイスコンポーネント４０によって単独で生成され、管理されてもよ
い。上記いずれの態様においても、インターフェイスコンポーネント４０は、ユーザイン
ターフェイスバー５０を介して入力されたコマンドに応じて、コマンドおよび情報を解読
し、ネットワーク１２（図２参照）を介して送信する。
【００３９】
図４は、ユーザＩＤ欄５２、パスワード欄５４、サインオンボタン５６、リセットボタン
５８、および認証装置ＩＤ欄６０を備えるログイン画面時のユーザインターフェイスバー
５０を示している。別の態様において、ユーザインターフェイスバー５０のログイン画面
は、ユーザを識別するためのその他の機能を備えてもよい。ユーザは、ログイン画面によ
りログイン情報を入力することが可能になる。ログイン情報は、ユーザが認証されてアク
セスを許可されることなしにＢＳＲサービス１０（図２参照）にアクセスすることを防止
するために用いられる。
【００４０】
図２、３および４に示すように、本実施形態において、認証およびアクセス許可はＢＳＲ
リポジトリモジュール３６により行われる。この実施形態において、ユーザＩＤ欄５２に
入力されたユーザ名とパスワード欄５４に入力されたパスワードはネットワーク１２を介
してＢＳＲリポジトリモジュール３６に送信され、認証およびアクセス許可を受ける。セ
キュリティコンポーネント４２は、Secure Sockets Layer（ＳＳＬ）接続等の高信頼性接
続をＢＳＲリポジトリモジュール３６との間で確立し、認証およびアクセス許可処理を開
始する。セキュリティコンポーネント４２により高信頼性接続が開始される際には、ユー
ザ名およびパスワード情報を、例えばＨＴＴＰＳメッセージにすることによりこれらの情
報の安全性が保証される。本実施形態のログイン画面は、ＢＳＲリポジトリモジュール３
６が動作するリポジトリサーバ１８から提供されることが好ましい。さらに、高信頼性接
続は、第１および第２のブラウザ２０、２２を使用して確立される。
【００４１】
セキュリティコンポーネント４２はインターフェイスコンポーネント４０と連携してログ
イン画面の機能を管理してもよい。例えば、セキュリティコンポーネント４２は、サイン
オンボタン５６が選択された時に認証およびアクセス許可処理を開始してもよい。さらに
、ネットワーク１２を介してＢＳＲ装置モジュール３４からＢＳＲリポジトリモジュール
３６へ送信される後続のメッセージについても、セキュリティコンポーネント４２により
安全性を保証してもよい。別の態様において、ログイン情報は、個人情報記憶装置（個人
情報カード等）、生体情報スキャナ（声紋、指紋、網膜スキャナ等）および／またはユー
ザを識別するためのその他のメカニズムからのデータとして外部からセキュリティコンポ
ーネント４２に供給してもよい。さらに別の態様において、セキュリティコンポーネント
４２はログイン画面を生成し、ＢＳＲサービス１０の機能へのアクセスをユーザに許可し
てもよい。さらに別の態様において、セキュリティコンポーネント４２は、ユーザインタ
ーフェイスバー５０が長時間休止状態にある場合に、タイムアウトパスワード等のローカ
ルセキュリティを設定してもよい。
【００４２】
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認証装置ＩＤ欄６０により、ユーザ認証のためにログイン情報が送信される、ネットワー
ク１２内の少なくとも１の装置が特定される。この装置は、ユーザが作成したアカウント
の情報とセキュリティコンポーネント４２を介して送信されるログイン情報とを照合可能
なネットワーク接続された装置である。本実施形態において、ユーザはＢＳＲリポジトリ
モジュール３６を用いてアカウントを作成する。従って、本実施形態の認証装置ＩＤ欄６
０には、ＢＳＲリポジトリモジュール３６が動作するリポジトリサーバ１８の識別子が入
力される。この識別子は、インターネットプロトコル（ＩＰ）アドレス、ＵＲＬ（Unifor
m Resource Locator）、ＵＲＩ（Uniform Resource Identifier）、ＵＵＩＤ（Universal
 Unique Identifier）、またはその他の形式の識別子である。
【００４３】
図５に示すように、ユーザインターフェイスバー５０は、ＢＳＲサービス１０とユーザと
を媒介するためのユーザ画面を表示する。本実施形態のユーザインターフェイスバー５０
は、認証装置ＩＤ欄６０、ユーザＩＤ欄６２、スナップショットボタン６４、セッション
名欄６６、セッションパスワード欄６８、復元ボタン７０、セッション選択欄７２、サイ
ンオフボタン７４、およびＢＳＲリポジトリモジュール欄７６を備える。別の態様におい
て、ユーザインターフェイスバー５０は追加機能やＢＳＲサービス１０の動作に関する情
報を備えてもよい。
【００４４】
図２、３および５に示すように、ユーザから提供されたログイン情報が認証されアクセス
が許可されると、本実施形態のユーザ画面がユーザインターフェイスバー５０に表示され
る。従って、ユーザＩＤ欄６２には、ログインに成功した正当なユーザの識別子が入力さ
れる。この識別子は、例えばユーザ名、番号、またはアクセスを許可されたユーザを示す
その他の識別子である。
【００４５】
ユーザは、スナップショットボタン６４を選択することにより、ＢＳＲ装置モジュール３
４の取り込みコンポーネント４４を起動できる。上述したように、取り込みコンポーネン
ト４４を起動することによりスナップショットを取り込むことができる、すなわちアクテ
ィブセッションのブラウザの現状態を取り込むことができる。取り込みコンポーネント４
４は、スナップショットの取り込みが開始されるとアクティブセッションのブラウザ状態
に関する複数のセッションパラメータを取り込む。ある態様において、このセッションパ
ラメータには、ブラウザに表示中のページを構成する少なくとも１のドキュメントオブジ
ェクトモデル（ＤＯＭ）、現在のページを構成する少なくとも１のスクリプトオブジェク
ト、現在のセッションのブラウザ履歴、ブラウザキャッシュ、およびクッキーが含まれる
。別の態様において、取り込みコンポーネント４４は、アクティブセッションのブラウザ
の現状態を構成するその他の形式のセッションパラメータを取り込んでもよい。
【００４６】
従来から周知なように、ＤＯＭは、ＨＴＭＬおよびＸＭＬ文書用の１組のアプリケーショ
ンプログラムインターフェイス（ＡＰＩ）である。一般的に、ＤＯＭは文書の論理構造を
定義し、ブラウザに表示される文書へのアクセスおよび操作のための標準のインターフェ
イスを提供する。ＤＯＭにより定義されたインターフェイスを用いて、文書構造とそれに
含まれる要素の構築および変更に加えて、文書構造内の移動が行われる。
【００４７】
例えば、マイクロソフト（登録商標）インターネットエクスプローラ（登録商標）を使用
してＨＴＭＬページを解析すると、ＤＯＭ構造が作成される。ＤＯＭ構造は、ブラウザに
表示されたＨＴＭＬページの構造を表す。ＤＯＭ構造の各ノードはドキュメント情報を表
す。ドキュメント情報には、ＨＴＭＬページのＨＴＭＬ要素、ＸＭＬ要素、属性、および
／またはテキストが含まれる。例えば、＜a href＝http://www.docomolabs-usa.com＞DoC
oMo＜/a＞というＨＴＭＬの場合、"a"要素のノード、"
href"属性のノード、およびテキスト内容の２つのノードの合計４つのノードで表さ
れる。
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【００４８】
従来から周知なように、各ＤＯＭ構造の各ノードには、ブラウザにおける表示方法および
動作を定義する１組の属性が含まれている。ＢＳＲ装置モジュール３４は、コンテンツお
よびノードの属性を含むこのようなＤＯＭ構造をスナップショット内に取り込むよう指示
される。別の態様において、Compact ＨＴＭＬ（ｃＨＴＭＬ）、Wireless Application P
rotocol（ＷＡＰ）、Wireless Markup Language（ＷＭＬ）、および／またはその他のプ
ロトコルや言語を解析する機能を備えたブラウザを使用してＢＳＲ装置モジュール３４に
より取り込み可能な構造を作成してもよい。
【００４９】
例えば、マイクロソフト（登録商標）インターネットエクスプローラ（登録商標）にペー
ジをダウンロードして、ＢＳＲサービス１０によりアクティブセッションのブラウザの現
状態を保存する場合を想定する。ユーザがスナップショットボタン６４を選択すると、取
り込みコンポーネント４４は、ブラウザに表示されているページの最上位フレーム内の全
ドキュメントオブジェクトをたどる。取り込みコンポーネント４４は最上位フレーム内の
各ノードとその属性を取り込む。さらに、取り込みコンポーネント４４は下位フレームに
進み、ＤＯＭ構造のノードとその属性を取り込む。
【００５０】
取り込みコンポーネント４４により取り込まれる別のセッションパラメータとして、スク
リプトオブジェクトがある。VB ScriptやJavaScript等のスクリプトオブジェクトは、ブ
ラウザにダウンロードされるページに含まれる。取り込みコンポーネント４４はこのよう
なスクリプトオブジェクトをブラウザスナップショットの一部として取り込むようにして
もよい。スクリプトオブジェクトはＤＯＭドキュメントとともに取り込まれてもよい。従
って、取り込みコンポーネント４４は、ページを構成するＤＯＭおよびスクリプトオブジ
ェクトの両方を同時に取り込む。また、取り込みコンポーネント４４はスクリプトオブジ
ェクトのみを取り込むようにしてもよい。
【００５１】
例えば、マイクロソフト（登録商標）インターネットエクスプローラ（登録商標）を使用
する場合、スクリプト変数は、IDispatchオブジェクトと表されるスクリプトタグで定義
される。IDispatchオブジェクトは、実行時、マイクロソフト（登録商標）インターネッ
トエクスプローラ（登録商標）が備えるスクリプトエンジンを用いてアクセスされる。あ
る態様において、マイクロソフト（登録商標）インターネットエクスプローラ（登録商標
）を使用してスナップショットを取り込む場合、スクリプト変数に対応するIDispatchオ
ブジェクトはシリアル化されて取り込まれるが、対応するスクリプト機能は取り込まれな
い。従来から周知なように、マイクロソフト（登録商標）インターネットエクスプローラ
（登録商標）のスクリプト機能は一定である。別の態様において、スクリプト機能とスク
リプト変数の両方が取り込みコンポーネント４４により取り込まれてもよい。
【００５２】
取り込みコンポーネント４４により取り込まれるさらに別のセッションパラメータとして
、クッキーがある。一般的に、クッキーは、ユーザ固有の情報を含む周知の装置識別子で
ある。従来から周知なように、クッキーは、ダウンロードされるページとともにブラウザ
に提供される。取り込みコンポーネント４４は、取り込みプロセスにおいて、クッキーを
nameおよびvalue要素の対として解釈して保存する。、クッキーは取り込まれると、取り
込みコンポーネント４４により取り込まれるその他の情報に付加される。マイクロソフト
（登録商標）インターネットエクスプローラ（登録商標）が使用される場合、クッキーは
上述した各スナップショットのＤＯＭ構造に付加される。
【００５３】
取り込みコンポーネント４４により取り込まれるさらに別のセッションパラメータとして
、アクティブセッションのブラウザ履歴がある。ブラウザ履歴は、ブラウザが以前に表示
したページの集合である。従って、取り込みコンポーネント４４はブラウザ履歴に登録さ
れたページを取り込み、取り込まれたその他の情報に付加する。マイクロソフト（登録商



(18) JP 4391766 B2 2009.12.24

10

20

30

40

50

標）インターネットエクスプローラ（登録商標）が使用される態様において、ブラウザは
、ＵＲＬ履歴を検索および設定するためにIURHistoryStgインターフェイスを備える。こ
の態様では、ブラウザ履歴を取り込む際に、ＵＲＬ履歴を列挙し、列挙されたＵＲＬを取
得し、取得したＵＲＬをＤＯＭ構造およびクッキーに付加する。
【００５４】
ユーザは、取り込みコンポーネント４４を用いて、取り込まれたアクティブセッションの
ブラウザの現状態に対してセッション名とセッションパスワードを設定してもよい。ユー
ザは、図４に示されるセッション名欄６６に固有のセッション名を入力する。あるいは、
ユーザは、以前に取り込んだブラウザ状態のセッション名を選択してもよい。セッション
名が設定されない場合、ウェブサイトのホスト名等をデフォルトセッション名として、取
り込んだアクティブセッションのブラウザ状態を識別してもよい。
【００５５】
ユーザは、図４に示されるセッションパスワード欄６８に入力されるセッションパスワー
ドを用いてブラウザスナップショットを保護してもよい。このセッションパスワードによ
り、取り込んだブラウザスナップショットへの不正アクセスを防止できる。別の態様にお
いて、セッションパスワードの入力方法には、音声パスワードやブラウザスナップショッ
トへの不正アクセスを防止するその他のメカニズムが含まれる。
【００５６】
ブラウザスナップショットは取り込まれると、取り込みを指示したユーザと関連付けられ
る。つまり、スナップショットは、ブラウザ状態を取り込んだブラウザおよび／または装
置ではなく、ユーザと関連付けられる。スナップショットは、ユーザと関連付けられる際
、ユーザのアカウント情報、ユーザ名、またはアクティブセッションをカスタマイズして
ブラウザスナップショットを取り込んだユーザを一意に識別するその他のメカニズムと関
連付けられる。各ユーザと関連付けられたブラウザスナップショットはネットワーク１２
内の安全な場所に保存される。
【００５７】
本実施形態において、ブラウザスナップショットはＢＳＲリポジトリモジュール３６によ
り保存される。本実施形態において、セキュリティコンポーネント４２は、ＢＳＲ装置モ
ジュール３４とＢＳＲリポジトリモジュール３６間の高信頼性接続を確立し、取り込んだ
アクティブセッションのブラウザ状態をネットワーク１２を介して送信する。別の態様に
おいて、取り込んだアクティブセッションのブラウザ状態がネットワーク１２内の他の場
所に保存される場合、セキュリティコンポーネント４２は、ネットワークに接続されたそ
の他の装置と高信頼性接続を確立し、ブラウザスナップショットを安全に送信する。
【００５８】
ある態様において、セッション名およびセッションパスワードの入力後、ブラウザスナッ
プショットを自動的に保存するようにしてもよい。別の態様において、ユーザは、別のコ
マンドでおよび／または保存場所を選択してブラウザスナップショットの保存を開始して
もよい。ユーザがアクティブセッションのブラウザ状態を取り込んだ後も当該アクティブ
セッションのカスタマイズを続けた場合、取り込みコンポーネント４４は、取り込んだア
クティブセッションのブラウザスナップショットとの不一致の可能性を警告してもよい。
【００５９】
上述したように、ＢＳＲ装置モジュール３４は復元コンポーネント４６を有する。ユーザ
はユーザインターフェイスバー５０を用いて、取り込んだブラウザスナップショットの読
み出しを指示する。読み出しは、復元ボタン７０とセッション選択欄７２とを用いて開始
される。ユーザは、正常に認証されアクセスを許可されると、以前に取り込まれユーザに
関連付けられたブラウザスナップショットを選択する。ブラウザスナップショットを選択
する際には、プルダウンメニューリスト、索引、データベース、セッション名の手動入力
、または以前に取り込まれユーザに関連付けられたブラウザスナップショットのリストを
識別するためのその他の検索メカニズムが用いられる。検索メカニズムおよび／またはリ
ストは、ＢＳＲリポジトリモジュール３６、セキュリティコンポーネント４２、および／
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またはブラウザスナップショットの保存場所に関連付けられたその他の装置により提供さ
れる。
【００６０】
以前に保存されたアクティブセッションのブラウザ状態が選択されると、復元ボタン７０
を選択することにより読み出しが開始される。アクティブセッションのブラウザ状態がＢ
ＳＲリポジトリモジュール３６に保存される態様において、保存されたブラウザスナップ
ショットは、ログインする際にユーザを認証しアクセスを許可するために予め確立された
高信頼性接続を介してダウンロードされる。この態様において、高信頼性接続がすでに切
断されている場合、セキュリティコンポーネント４２は高信頼性接続の確立を再び開始す
る。ブラウザスナップショットがネットワーク１２内の他の場所に保存される別の態様に
おいて、セキュリティコンポーネント４２は高信頼性接続を確立し、スナップショットを
安全に読み出せるようにする。
【００６１】
選択されたブラウザスナップショットに対してセッションパスワードが設定されている場
合は、セッションパスワードをセッションパスワード欄６８に入力する。セッションパス
ワードは、ＢＳＲリポジトリモジュール３６、セキュリティコンポーネント４２、または
ブラウザスナップショットの保存場所に関連付けられたその他の装置により認証される。
従って、ユーザは正常に認証されアクセスを許可されても、セッションパスワードがなけ
れば保存されたブラウザスナップショットを読み出すことができない。
【００６２】
復元コンポーネント４６は、ブラウザスナップショットを受信すると当該ブラウザスナッ
プショットを復元する。ブラウザスナップショットを復元する際、ブラウザスナップショ
ットはアクティブセッションのブラウザ状態に変換される。アクティブセッションは、復
元後、スナップショットが取り込まれた時点と同じ状態でブラウザに表示される。ある態
様では、上述のように取り込まれたＤＯＭおよびスクリプトオブジェクトの復元の結果、
アクティブセッションのブラウザ状態が表示される。さらに、ページ中に入力された値、
ブラウザ履歴、ブラウザキャッシュ、クッキー、および／またはアクティブセッション中
にカスタマイズされたその他の情報も復元される。
【００６３】
ある態様では、ブラウザスナップショットを復元する際にサイト３０（図２参照）からコ
ンテンツを再ダウンロードする。サイト３０からブラウザにコンテンツがダウンロードさ
れると、ＢＳＲ装置モジュール３４の復元コンポーネント４６はブラウザスナップショッ
トを利用してコンテンツをカスタマイズし、以前に取り込んだアクティブセッションのブ
ラウザ状態を復元する。ある態様では、以前に取り込んだＤＯＭ構造を復元する際に、ダ
ウンロードしたコンテンツのＤＯＭ構造が利用される。この態様において、復元コンポー
ネント４６は、以前に取り込んだＤＯＭ構造に従って、ダウンロードしたコンテンツの各
ＤＯＭノードの値および属性を復元する。ＤＯＭ構造が復元されると、復元コンポーネン
ト４６は、クッキー、スクリプトオブジェクトの変数、およびブラウザ履歴の復元を開始
する。
【００６４】
図２、３および５に示すように、セキュリティコンポーネント４２はサインオフボタン７
４を備える。セキュリティコンポーネント４２はログオフ処理を開始する、すなわちサイ
ンオフボタン７４が選択されるとＢＳＲサービス１０へのアクセスを終了する。セキュリ
ティコンポーネント４２は、サインオフボタン７４が選択されるとＢＳＲ装置モジュール
３４とブラウザとの接続を切断する。さらに、セキュリティコンポーネント４２はインタ
ーフェイスコンポーネント４０に指示してユーザインターフェイスバー５０を閉じる。
【００６５】
ＢＳＲリポジトリモジュール欄７６には、ＢＳＲリポジトリモジュール３６が動作する装
置の場所が入力される。場所を示す識別子としては、ＩＰアドレス、物理的な場所名、ま
たはその他任意の形式の識別子がある。従って、複数のＢＳＲリポジトリモジュール３６



(20) JP 4391766 B2 2009.12.24

10

20

30

40

50

が利用可能な場合には、ＢＳＲリポジトリモジュール欄７６により所望の場所が選択でき
る。
【００６６】
図２に示すように、ＢＳＲリポジトリモジュール３６は、ネットワーク１２を介してＢＳ
Ｒ装置モジュール３４と通信可能な装置上で動作し、且つＢＳＲサービス１０の動作をサ
ポートする任意のアプリケーションである。本実施形態において、ＢＳＲリポジトリモジ
ュール３６はリポジトリサーバ１８上で動作する。別の態様において、ＢＳＲリポジトリ
モジュール３６は、ネットワークに接続された任意の装置上で動作してもよい。本実施形
態において、ＢＳＲリポジトリモジュール３６と連携して動作するリポジトリサーバ１８
は、ＢＳＲサービス１０をサポートする商用のサーバサービス提供者でもよいし、私的に
設定、管理されるＢＳＲサービス１０用のサーバサービスの提供装置でもよい。
【００６７】
図６は、ＢＳＲリポジトリモジュール３６の一実施形態を示すブロック図である。ＢＳＲ
リポジトリモジュール３６は、ログインセキュリティコンポーネント８０、ページサーバ
コンポーネント８２、スナップショット保存コンポーネント８４、通信セキュリティコン
ポーネント８６、およびタイミングコンポーネント８８を備える。別の態様において、Ｂ
ＳＲリポジトリモジュール３６の機能を果たすコンポーネント数の多寡は問わない。さら
に別の態様において、ＢＳＲリポジトリモジュール３６はコード変換機能を備えてもよい
。このコード変換機能により、ＨＴＭＬからｃＨＴＭＬへの変換、ｃＨＴＭＬからＨＴＭ
Ｌへの変換、および／またはその他の言語変換が可能になる。また、コード変換機能によ
り、ＨＴＴＰおよびワイヤレスアプリケーションプロトコル（ＷＡＰ）間の変換等のプロ
トコル変換が可能になる。さらに、コード変換機能により、ＨＴＴＰのＨＴＭＬおよびＷ
ＡＰのワイヤレスマークアップ言語（ＷＭＬ）間の変換等のように言語とプロトコルの両
方を変換してもよい。
【００６８】
ログインセキュリティコンポーネント８０は、図４を参照して説明したユーザインターフ
ェイスバー５０のログイン画面を介してログイン情報を提供したユーザを認証し、アクセ
スを許可する。ログインセキュリティコンポーネント８０は、アカウントの情報とユーザ
インターフェイスバー５０を介して提供されたログイン情報とを照合する。ユーザは、Ｂ
ＳＲリポジトリモジュール３６にアカウントを作成して保存する。ログインセキュリティ
コンポーネント８０は、ログイン情報を受信すると保存されたアカウント情報にアクセス
してユーザの認証を行う。正常に認証されると、ユーザはログインしてＢＳＲリポジトリ
モジュール３６へのアクセスを許可される。
【００６９】
ページサーバコンポーネント８２により、ＢＳＲリポジトリモジュール３６は、図４およ
び５を参照して説明したユーザインターフェイスバー５０にドキュメントを提供する標準
のサーバとして機能することが可能になる。ページサーバコンポーネント８２は、ドキュ
メントに加えて、ログイン情報で識別されるユーザに関するその他の情報を提供する。例
えば、保存されたブラウザスナップショットのリストが上述したセッション選択欄７２に
提供される。保存されたブラウザスナップショットのリストには、ＢＳＲリポジトリモジ
ュール３６を用いて保存されたスナップショットが記載されている。別の態様において、
ページサーバコンポーネント８２は、インターフェイスコンポーネント４０（図３参照）
やネットワーク１２（図２参照）内のその他の装置等により生成および表示されたページ
上の情報を提供してもよい。
【００７０】
スナップショット保存コンポーネント８４は、図３および５を参照して説明したようにＢ
ＳＲ装置モジュール３４により取り込まれたブラウザスナップショットを保存する。スナ
ップショット保存コンポーネント８４は、取り込みコンポーネント４４（図３参照）によ
り送信されたブラウザスナップショットを受信し、保存する。スナップショット保存コン
ポーネント８４は、ＢＳＲリポジトリモジュール３６が動作する装置に関連付けられた保
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存メカニズムにブラウザスナップショットの保存を指示する。
【００７１】
代表的な保存メカニズムとしては、ハードディスク、光ディスク、またはその他のデータ
記憶媒体と連携して動作する関係データベースがある。別の態様において、スナップショ
ット保存コンポーネント８４は、ネットワーク１２（図２参照）内の任意の装置が備える
保存メカニズムにブラウザスナップショットの保存を指示してもよい。
【００７２】
上述したように、保存された各ブラウザスナップショットは、アクティブセッションのブ
ラウザ状態を取り込んで保存したユーザに対応付けられる。従って、スナップショットは
ユーザの識別情報ごとに保存される。さらに、保存されたスナップショットにアクセスす
るには、ブラウザ状態を取り込んで保存したユーザの認証およびアクセス許可が必要とな
る。
【００７３】
ユーザが認証されアクセスを許可されると、保存されたブラウザスナップショットは、所
望のスナップショットの識別子に基づいてスナップショット保存コンポーネント８４によ
りアクセスされる。図５を参照して説明したように、保存されたブラウザスナップショッ
トは、ユーザインターフェイスバー５０のセッション選択欄７２を用いて特定され、読み
出される。選択されたブラウザスナップショットは保存メカニズムから読み出されてユー
ザのブラウザに送信されると、上述したように復元されて表示される。スナップショット
保存コンポーネント８４は、選択されたブラウザスナップショットに設定されたパスワー
ドを認証する。
【００７４】
図２および６に示すように、通信セキュリティコンポーネント８６によりＢＳＲ装置モジ
ュール３４との高信頼性接続が可能になる。高信頼性接続では、上述したプロトコルのい
ずれを用いてもよい。高信頼性接続には、例えばログイン情報の送信、取り込んだアクテ
ィブセッションのブラウザ状態の送信、またはＢＳＲ装置モジュール３４とＢＳＲリポジ
トリモジュール３６間で行われるその他の通信が含まれる。さらに、通信セキュリティコ
ンポーネント８６を用いれば、ＢＳＲサービス１０に関するその他の機密情報の通信も保
護することができる。
【００７５】
タイミングコンポーネント８８は、ブラウザスナップショットとして保存された、サイト
３０（図２参照）とのアクティブセッションを管理する。従来から周知なように、サイト
３０はアクティブセッションに対してタイムアウトポリシーを設定することがある。従っ
て、長時間保存されたブラウザスナップショットは保存場所から読み出されてもアクティ
ブセッションに復元されない場合がある。
【００７６】
ある態様において、タイミングコンポーネント８８はサイト３０に定期的にアクセスして
（例えば、ピン（Ping））、ブラウザ状態が取り込まれ保存されたアクティブセッション
をアクティブ状態に保つ。この通信には、サイト３０に対して単にピンを使用する方法の
他に、タイムアウト時間をリセットするために必要なその他の通信が含まれる。タイミン
グコンポーネント８８は、各ブラウザスナップショットが保存された時刻に基づいて、対
応するサイト３０のタイムアウト時間をリセットするための通信を行う。
【００７７】
別の態様において、タイミングコンポーネント８８は、ブラウザスナップショットが保存
された各サイト３０のタイムアウト時間を調べる。そして、ユーザは、アクティブセッシ
ョンのタイムアウト時間が経過する前にブラウザスナップショットを読み出すようタイミ
ングコンポーネント８８により通知される。さらに、タイミングコンポーネント８８は、
タイムアウト時間が経過した（または経過しそうな）場合に、タイムアウト時間が経過し
た（または経過しそうな）ブラウザスナップショットをユーザに通知してもよい。さらに
別の態様において、サイト３０のタイムアウトポリシーを拡充してブラウザスナップショ
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ットが保存されたアクティブセッションに対応させてもよい。さらに別の態様において、
アクティブセッションのブラウザ状態が取り込まれ保存された旨の通知をタイミングコン
ポーネント８８から受けることにより、サイト３０は当該アクティブセッションに対する
タイムアウトポリシーの適用を停止してもよい。
【００７８】
図７は、図１、２、３、４、および６に示されるＢＳＲサービス１０の動作を示すフロー
チャートである。この動作例を説明するにあたり、ユーザは、ＢＳＲサービス１０にアク
セスするため、予めアカウントを作成しているものとする。さらに、ユーザは、まだアク
ティブセッションのブラウザスナップショットを取り込み、保存していないものとする。
【００７９】
まず、ブロック１０２において第１のブラウザ２０が第１の装置１４上で起動される。ブ
ロック１０４において、第１の装置１４および第１のブラウザ２０と関連付けられたＢＳ
Ｒ装置モジュール３４が起動される。ブロック１０６において、ユーザはユーザ名とパス
ワードをユーザインターフェイスバー５０のログイン画面に入力する。ブロック１０８に
おいて、ＢＳＲ装置モジュール３４はリポジトリサーバ１８との高信頼性接続の確立を開
始する。ブロック１１０において、ログイン情報が高信頼性接続を介してリポジトリサー
バ１８に送信される。ブロック１１２において、リポジトリサーバ１８のＢＳＲリポジト
リモジュール３６はログイン情報に基づいてユーザを認証し、アクセス許可メッセージを
ＢＳＲ装置モジュール３４に送信する。ブロック１１４において、ログイン画面に代わり
ユーザ画面がユーザインターフェイスバー５０に表示される。ブロック１１６において、
ユーザはネットワーク１２を介してリクエストを送信し、第１のブラウザ２０を使用して
サイトの特定および閲覧を開始する。
【００８０】
ブロック１１８において、第１のブラウザ２０はサイト３０にリクエストを送信してアク
ティブセッションをカスタマイズする。カスタマイズ後、ブロック１２０において、ユー
ザはアクティブセッションのブラウザの現状態の保存を開始する。ブロック１２２におい
て、ユーザインターフェイスバー５０のスナップショットボタン６４を選択して、アクテ
ィブセッションのブラウザの現状態の取り込みを開始する。アクティブセッションのブラ
ウザ状態をブラウザスナップショットとして取り込んだ後、ブロック１２４において、当
該スナップショット用のセッション名とパスワードを設定する。ブロック１２６において
、ユーザはブラウザスナップショットと関連付けられる。
【００８１】
図８のブロック１２８において、ＢＳＲ装置モジュール３４は、第１の装置１４とリポジ
トリサーバ１８との高信頼性接続の確立を開始する。接続が確立されると、ブロック１３
０において、ブラウザスナップショットがこの高信頼性接続を介してリポジトリサーバ１
８に送信される。ブロック１３２において、ブラウザスナップショットは解読され、ＢＳ
Ｒリポジトリモジュール３６により対応するユーザと関連付けられて保存される。ブロッ
ク１３４において、ユーザはユーザインターフェイスバー５０のサインオフボタン７４を
選択してサイト３０の閲覧を終了し、第１のブラウザ２０とＢＳＲリポジトリモジュール
３６との接続を切断する。ブロック１３６において、ＢＳＲリポジトリモジュール３６は
第１の装置１４とリポジトリサーバ１８との高信頼性接続を切断する。ブロック１３８に
おいて、ユーザは第１のブラウザ２０を終了する。
【００８２】
図９は、同一のユーザが第２の装置１６上で第２のブラウザ２２を起動させた場合におけ
るＢＳＲサービス１０の動作を示すフローチャートである。この動作例を説明するにあた
り、ユーザは第１の装置１４上で動作する第１のブラウザ２０を使用してブラウザスナッ
プショットをすでに保存しているものとする。図示しないが、上述したブロック１０２か
らブロック１１４（図７参照）までの動作が、第１の装置１４および第１のブラウザ２０
に代えて第２の装置１６および第２のブラウザ２２を使用して再び行われる。
【００８３】
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図９のブロック２０２において、ログイン済みのユーザに関連付けられて保存されたブラ
ウザスナップショットを含むリストが高信頼性接続を介してダウンロードされ、ユーザイ
ンターフェイスバー５０に提示される。ブロック２０４において、ユーザは保存されたブ
ラウザスナップショットを読み出すか否かを決定する。ユーザが、保存されたブラウザス
ナップショットを読み出さない場合、ブロック２０６において、ユーザは第２のブラウザ
２２を使用してネットワーク１２上のサイト３０を特定する。ブロック２０８において、
ユーザはネットワーク１２を介してリクエストを送信し、サイト３０の閲覧を開始する。
【００８４】
ブロック２０４において、ユーザが、保存されたブラウザスナップショットの読み出しを
決定した場合、ブロック２１０において、保存されたブラウザスナップショットをセッシ
ョン名欄６６で選択し、当該ブラウザスナップショットに対して設定されたパスワードを
セッションパスワード欄６８に入力する。ブロック２１２において、ユーザインターフェ
イスバー５０の復元ボタン７０が選択され、復元処理が開始される。パスワードが認証さ
れると、ブロック２１４において、選択されたブラウザスナップショットがリポジトリサ
ーバ１８から第２の装置１６に高信頼性接続を介してダウンロードされる。
【００８５】
ブロック２１６において、ＢＳＲ装置モジュール３４は保存されたブラウザスナップショ
ットを復元し、第２のブラウザ２２を使用してアクティブセッションを再開する。ブロッ
ク２０８において、第２のブラウザ２２は、ネットワーク１２を介してリクエストを送信
し、アクティブセッションが復元されたサイト３０の閲覧を開始する。
【００８６】
アクティブセッションのブラウザ状態をカスタマイズして保存する第２のブラウザ２２の
動作は、図７および８を参照して説明した動作と同様である。別の態様において、ユーザ
は異なる装置および異なるブラウザを任意に使用してサイトを閲覧し、さらにアクティブ
セッションを任意にカスタマイズしてブラウザ状態を保存してもよい。さらに、ユーザは
異なる装置および異なるブラウザを任意に使用して、保存されたブラウザの現状態を復元
し、アクティブセッションを継続してもよい。
【００８７】
上述したＢＳＲサービス１０の実施形態によれば、ユーザは、セッションを終了して別の
装置でセッションのカスタマイズを最初からやり直すことなく、アクティブセッション中
に装置を切り替えることができる。さらに、ユーザは、任意の装置でいつでもどんなアク
ティブセッションでも保存して継続できるので、複数のカスタマイズされたアクティブセ
ッションを同時に管理できる。ＢＳＲサービス１０を利用してアクティブセッションを保
存する際には、単にアクティブセッションのブラウザ状態をスナップショットとして保存
するだけでよい。スナップショットは安全に保存され、後で安全に読み出されて、ユーザ
によりカスタマイズされたアクティブセッションに復元される。また、ユーザは、任意の
ブラウザおよび／または装置を使用してブラウザスナップショットを保存し読み出すこと
ができる。従って、ＢＳＲサービス１０によれば、ブラウザスナップショットはブラウザ
または装置と関連付けられるのではなく、ＢＳＲサービス１０のユーザと関連付けられる
。
【００８８】
別の態様において、ＢＳＲサービスは、ブラウザセッションモビリティ（ＢＳＭ）システ
ムに拡張される。ＢＳＭシステムは、マルチプラットフォームネットワークアプリケーシ
ョンのアクティブセッションのランタイム状態の、異なるプラットフォーム間におけるモ
ビリティをサポートする。従来から周知のように、セッションは、ウェブアプリケーショ
ン等のネットワークアプリケーションを使用するユーザのインスタンスである。プラット
フォームとは、ポケットパーソナルコンピュータ、携帯電話、デスクトップコンピュータ
等のソフトウェアおよび／またはハードウェア環境が異なる装置の種類である。上述した
ように、ＢＳＲサービスによれば、ブラウザ状態は特定の装置と関連付けられるのではな
くユーザと関連付けられるため、ユーザは、アクティブセッションの複数のブラウザスナ
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ップショットを保存し、復元することができる。ＢＳＭシステムでは、この関連付けがさ
らに拡張され、マルチプラットフォームネットワークアプリケーションが動作する異なる
プラットフォーム間におけるシームレスな移動が可能になる。
【００８９】
ＢＳＭシステムは、異なるプラットフォーム間におけるランタイム状態のモビリティをサ
ポートする。プラットフォームが異なると、ディスプレイ、ネットワーキング、ユーザイ
ンターフェイス等に関連する制限および能力が異なる。ＢＳＭシステムによれば、ＢＳＲ
サービスのようにブラウザ状態を取り込むだけではなく、アクティブセッションのサーバ
状態も取り込むことができる。アクティブセッションのブラウザ状態およびサーバ状態中
に生成される状態データおよびセッションデータは総称してランタイム状態と呼ばれる。
ＢＳＭシステムにおいて、「状態」または「ランタイム状態」という用語はユーザおよび
ネットワークアプリケーション間において蓄積される対話を指す。ランタイム状態には、
フォームデータ、スクリプト変数、クッキー等のブラウザ状態とブラウザ状態をサポート
するサーバ状態が含まれる。サーバ状態は、プラットフォームに依存するＪＳＰ（Java S
erver Pages）やＣＧＩ（Computer Generated Image）の状態のようにプラットフォーム
毎に異なる。
【００９０】
ＢＳＭシステムによれば、マルチプラットフォームネットワークアプリケーションのプラ
ットフォーム依存バージョンを用いて生成されたプラットフォーム依存ランタイム状態を
、マルチプラットフォームネットワークアプリケーションの別のプラットフォームに依存
するバージョンにおいて別のプラットフォームに依存するランタイム状態に変換すること
ができる。従って、ＢＳＭシステムでは、ランタイム状態と特定のプラットフォームとを
関連付けないことにより、ある特定のプラットフォーム上で実行されるマルチプラットフ
ォームネットワークアプリケーションのランタイム状態が別のプラットフォームに転送さ
れる。
【００９１】
上述したＢＳＲサービスのスナップショットという概念は修正および拡張され、ＢＳＭシ
ステムでは、プラットフォーム非依存ランタイム状態データが含まれる。従って、ＢＳＭ
システムによれば、スナップショットは任意のプラットフォーム上でアクティブセッショ
ンに復元される。ＢＳＭシステムは、マルチプラットフォームネットワークアプリケーシ
ョンの任意のプラットフォームに依存するバージョンのタスク、ランタイム状態、および
データ構造に対して動作する。ＢＳＭシステムによれば、任意のマルチプラットフォーム
ネットワークアプリケーションの構造において、アクティブセッションのスナップショッ
トを取り込み、プラットフォーム毎に変換し、復元させることができる。
【００９２】
図１０は、上述したネットワーク１２を介して動作するＢＳＭシステム３００を示すブロ
ック図である。同図に示すように、ＢＳＭシステム３００は、アプリケーションサーバ３
０２、第１および第２の装置３０４、３０６として示される通信装置、およびリポジトリ
サーバ３０８をそれぞれ少なくとも１ずつ備える。別の態様において、ＢＳＭシステム３
００は、任意の数のアプリケーションサーバ、通信装置、リポジトリサーバ、およびその
他のネットワーク対応装置を備えてもよい。
【００９３】
アプリケーションサーバ３０２は、第１および第２の装置３０４、３０６等の、ネットワ
ーク１２上の装置に対してアプリケーションを提供可能な任意のネットワーク対応装置で
ある。アプリケーションサーバ３０２は、プロセッサ、メモリ、マルチプラットフォーム
ウェブアプリケーション等の少なくとも１のマルチプラットフォームネットワークアプリ
ケーション、サーバ状態モジュール３１２、およびプラットフォームアダプタモジュール
３１４を備える。アプリケーションサーバ３０２は、オペレーティングシステムおよびプ
ログラムもメモリに備え、通常のネットワークサーバコンピュータと同程度の能力を有す
る。ネットワークを介してネットワークアプリケーションを提供する周知のメカニズムで
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は、ＨＴＴＰ要求等の要求によりアプリケーションサーバ３０２とのアクティブセッショ
ンが開始される。
【００９４】
この要求は、第１および第２の装置３０４、３０６等の対象プラットフォームからネット
ワーク１２を介してアプリケーションサーバ３０２に送信される。アプリケーションサー
バ３０２は、プラットフォームの種類（例えば、デスクトップパーソナルコンピュータ、
ラップトップコンピュータ、携帯情報端末（ＰＤＡ）、携帯電話等）と対象プラットフォ
ームのために起動されるマルチプラットフォームネットワークアプリケーションの当該プ
ラットフォームに依存するバージョンを特定する。次に、アプリケーションサーバ３０２
は、サーバ状態モジュール３１２を用いてサーバ状態を生成する。このサーバ状態は、対
象プラットフォームに対応するプラットフォーム依存ネットワークアプリケーションとと
もに動作する。プラットフォーム依存ネットワークアプリケーションとは、対象プラット
フォームのブラウザとのアクティブセッションの確立および維持可能な、マルチプラット
フォームネットワークアプリケーションのプラットフォーム依存バージョンである。
【００９５】
図１１、１２、および１３は、プラットフォームの異なるブラウザ表示例を示す図である
。各プラットフォームは、ネットワークアプリケーションの各プラットフォームに依存す
るバージョンとともに動作するサーバ状態によりサポートされる、各プラットフォームに
依存するバージョンは、バージョンが異なるマルチプラットフォームネットワークアプリ
ケーション（この例では、ブックストアアプリケーション）である。図１１、１２、およ
び１３に示される各表示例は、各プラットフォームの表示画面のサイズ、ユーザインター
フェイス装置、およびネットワーク接続のタイプ等の能力に最適化された各プラットフォ
ームに依存するブックストアアプリケーションの表示である。別の態様において、マルチ
プラットフォームネットワークアプリケーションは任意の数のプラットフォームに対応し
てよい。
【００９６】
図１１に示される第１のブラウザ表示例３２４は、ブックストアアプリケーションの第１
のプラットフォームに依存するバージョンにより生成される。第１のプラットフォームに
依存するバージョンは、デスクトップまたはラップトップコンピュータ等の表示画面が比
較的大きくネットワーク接続が比較的安定したプラットフォームによるアクティブセッシ
ョンに用いられる。表示画面が比較的大きいため、このプラットフォームは、書籍目録タ
スク３２６、ショッピングカートタスク３２８、およびチェックアウトタスク３３０を一
画面中に表示できる。ネットワーク１２への高速接続と多様なユーザインターフェイス装
置により、アクティブセッション中の操作にはスクロール、マウスクリック、キーボード
によるデータ入力等が用いられる。
【００９７】
図１２に示される第２のブラウザ表示例３３４は、ポケットＰＣまたはＰＤＡ等のネット
ワーク１２への接続が比較的高速で表示画面が小さいプラットフォームを対象としている
。第２のブラウザ表示例３３４を伴うアクティブセッションは、上記のプラットフォーム
に対応する、ブックストアアプリケーションの第２のプラットフォームに依存するバージ
ョンによりサポートされる。第２のプラットフォームに依存するバージョンでは、小さい
表示画面上においても見易くするために、書籍目録タスク３２６、ショッピングカートタ
スク３２８、およびチェックアウトタスク３３０がブラウザの別々のページに配置される
。ＨＴＴＰ要求等の個々のページに対する要求により、ブラウザ状態と、ネットワークア
プリケーションの第２のプラットフォームに依存するバージョンとともに動作するサーバ
状態とが同期化される。
【００９８】
ブラウザのユーザインターフェイス装置は、利用可能なユーザインターフェイス装置が異
なるため、ネットワークアプリケーションの各プラットフォーム依存バージョン間で非常
に異なる。例えば、第１のブラウザ表示例３２４では、ユーザインターフェイス装置によ
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り、全てのタスク３２６、３２８、および３３０が表示される。第２のブラウザ表示例３
３４では、表示画面が小さいためにタスク３２６、３２８、および３３０の一部のみが表
示され、その結果としてスクロールバーが表示される。異なるプラットフォーム間におけ
るユーザインターフェイス装置の変更のその他の例として、テキストフィールドボックス
からプルダウンメニューへの変更や、マウス操作からタッチスクリーン操作への変更があ
る。
【００９９】
図１３に示される第３のブラウザ表示例３４０は、ネットワーク接続が悪いポケットＰＣ
等の、表示画面が比較的小さくネットワーク１２への接続が比較的低速な装置を対象とし
ている。第３のブラウザ表示例３４０を含むブラウザ状態は、第３のプラットフォームに
依存するバージョンとともに動作するサーバ状態によりサポートされる。第３のブラウザ
表示例３４０では、書籍目録タスク３２６（図示せず）、ショッピングカートタスク３２
８、およびチェックアウトタスク３３０（図示せず）が、スクロールバーを備える別々の
ページに配置される。第３のプラットフォームに依存するバージョンは、対象装置とのア
クティブセッションを見易くするために、ブラウザ中に代わりのユーザインターフェイス
装置を提供する。
【０１００】
例えば、第３のブラウザ表示例３４０のショッピングカートタスク３２８では、別のタイ
トルが、第１および第２のブラウザ表示のショッピングカートタスク３２８のように一覧
表示されるのではなく、プルダウンメニューにより表示される。さらに、アクティブセッ
ション中の操作は、対象装置上のクライアントサイドスクリプトによって行われてもよい
。例えば、「数量」および「価格」は、プルダウンメニュー３４４で選択されたタイトル
に基づいて読み出される。従って、ブラウザ状態より生成されてネットワークを介してサ
ーバ状態に送信されるＨＴＴＰ要求等の要求が減少するため、ネットワークトラフィック
が最小限に抑えられる。
【０１０１】
表示方法および機能が非常に異なるため、各表示では、異なるタスクモデルが暗黙的に用
いられている。サーバ状態とともに動作するネットワークアプリケーションのプラットフ
ォーム依存バージョンに基づいてデータが表示され、フォームデータを含む変数がサーバ
側ランタイム状態に送信される回数および方法は、プラットフォーム毎に異なる。従って
、マルチプラットフォームネットワークアプリケーションの異なるプラットフォームに依
存するバージョン間において、サーバ側ランタイム状態データは非常に異なる。
【０１０２】
図１０に示されるプラットフォームアダプタモジュール３１４は、サーバ状態モジュール
３１２と連携して動作する。プラットフォームアダプタモジュール３１４は、アクティブ
セッションのサーバ側ランタイム状態のプラットフォーム依存（ＰＳ）スナップショット
を取り込む能力を有する。アクティブセッションのサーバ側ＰＳスナップショットは、ア
クティブセッション中にブラウザおよびアプリケーションサーバ３０２間で進行中の対話
に関連するプラットフォーム依存ランタイム状態データを含む。プラットフォームアダプ
タモジュール３１４によってサーバ側ＰＳスナップショットに取り込まれるプラットフォ
ーム依存ランタイム状態データの量、種類、および詳細については、マルチプラットフォ
ームネットワークアプリケーションの開発者により指定される。サーバ側ＰＳスナップシ
ョットに取り込まれるプラットフォーム依存ランタイム状態は、別のデータベースへのリ
ンク、アクティブセッションに関連するキャッシュデータ、オープンファイル、入力／出
力、ＪＳＰまたはＣＧＩ変数等を含んでもよい。サーバ側ＰＳスナップショットは、プラ
ットフォームアダプタモジュール３１４により、第１および第２の装置３０４、３０６、
および／またはリポジトリサーバ３０８にネットワーク１２を介して送信される。
【０１０３】
また、プラットフォームアダプタモジュール３１４は、サーバ側ＰＳスナップショットを
サーバ側プラットフォーム非依存ランタイム状態に変換する能力を有する。この変換はマ
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ッピングを用いて行われ、サーバ側プラットフォーム依存ランタイム状態データからサー
バ側プラットフォーム非依存ランタイム状態データに選択的に変換される。同様に、プラ
ットフォームアダプタモジュール３１４は、プラットフォーム非依存ランタイム状態デー
タをプラットフォーム依存ランタイム状態に変換する。
【０１０４】
プラットフォームアダプタモジュール３１４は、マッピング記述ファイルを用いてマッピ
ングする。マッピング記述ファイルには、アプリケーション開発者により、サーバ側ＰＳ
スナップショットに含まれるサーバ側プラットフォーム依存ランタイム状態およびサーバ
側プラットフォーム非依存ランタイム状態間の変換について記述される。
【０１０５】
サーバ側プラットフォーム非依存ランタイム状態は、プラットフォーム非依存（ＰＩ）ス
ナップショットに含まれる。プラットフォームアダプタモジュール３１４は、ＰＩスナッ
プショットとマッピング記述ファイルを、リポジトリサーバ３０８、および／または第１
および第２の装置３０４、３０６等のその他の装置にネットワーク１２を介して送信する
。上述の実施形態と同様に、ネットワーク１２を介する通信は暗号化される。
【０１０６】
第１および第２の装置３０４、３０６は、それぞれＢＳＭモジュール３１６を備える。図
１に示される第１および第２の装置１４、１６と同様に、ＢＳＭモジュール３１６は、第
１および第２の装置３０４、３０６において、それぞれ第１および第２のブラウザ３１８
、３２０と連携して動作する。ＢＳＭモジュール３１６は、第１および第２の装置３０４
、３０６上で動作するブラウザプラグインや独立型のモジュール等である。
【０１０７】
図１４は、ＢＳＭモジュール３１６の一実施形態を示すブロック図である。ＢＳＭモジュ
ール３１６は、上述したインターフェイスコンポーネント４０、セキュリティコンポーネ
ント４２、取り込みコンポーネント４４、および復元コンポーネント４６に加えて、変換
モジュール３５０および状態ハンドラモジュール３５２を備える。上述したように、取り
込みコンポーネント４４によって取り込まれるブラウザ側プラットフォーム依存（ＰＳ）
スナップショットは、アクティブセッションのブラウザ側プラットフォーム依存ランタイ
ム状態を含む。別の態様において、ＢＳＭモジュール３１６は、任意の数のモジュールま
たはコンポーネントを備えてよい。
【０１０８】
変換モジュール３５０は、取り込みコンポーネント４４と連携して動作し、ネットワーク
アプリケーションのプラットフォーム依存バージョンのブラウザ側ランタイム状態（ブラ
ウザ側ＰＳスナップショット）を選択的に変換する。プラットフォームアダプタモジュー
ル３１４と同様に、ブラウザ側ＰＳスナップショットは、マッピング記述ファイルを用い
て、ブラウザ側プラットフォーム非依存ランタイム状態に変換される。具体的には、ブラ
ウザ側ＰＳスナップショットに含まれるブラウザ側プラットフォーム依存ランタイム状態
データが、プラットフォーム非依存ランタイム状態データに選択的に変換される。また、
変換モジュール３５０は、復元コンポーネント４６と連携して動作し、ブラウザ側プラッ
トフォーム非依存ランタイム状態を、ブラウザ側プラットフォーム依存ランタイム状態デ
ータを含むブラウザ側ＰＳスナップショットに選択的に変換する。
【０１０９】
変換モジュール３５０は、マッピング記述ファイルを用いて状態データを選択的に変換す
る。プラットフォームアダプタモジュール３１４と同様に、マッピング記述ファイルには
、アプリケーション開発者により、ブラウザ側ＰＳスナップショットに含まれるブラウザ
側プラットフォーム依存ランタイム状態データおよびブラウザ側プラットフォーム非依存
ランタイム状態データ間の選択的な変換について記述される。
【０１１０】
ブラウザ側ＰＳスナップショットが変換されると、状態ハンドラモジュール３５２は、ブ
ラウザ側プラットフォーム非依存ランタイム状態を変換モジュール３５０から受信する。
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また、状態ハンドラモジュール３５２は、サーバ側プラットフォーム非依存ランタイム状
態を含むＰＩスナップショットをプラットフォームアダプタモジュール３１４から受信す
る。サーバ側プラットフォーム非依存ランタイム状態は、ＰＩスナップショット内におい
て、ブラウザ側プラットフォーム非依存ランタイム状態と結合される。アクティブセッシ
ョンのプラットフォーム非依存ランタイム状態を含むＰＩスナップショットは、リポジト
リサーバ３０８に送信される。
【０１１１】
また、状態ハンドラモジュール３５２は、プラットフォームアダプタモジュール３１４か
らサーバ側ＰＳスナップショットを受信する。サーバ側ＰＳスナップショットは、マッピ
ング記述ファイルを用いて変換モジュール３５０により変換される。この変換により、サ
ーバ側プラットフォーム依存ランタイム状態がサーバ側プラットフォーム非依存ランタイ
ム状態に変換される。サーバ側プラットフォーム非依存ランタイム状態は、状態ハンドラ
モジュール３５２により、ブラウザ側プラットフォーム非依存ランタイム状態と結合され
る。
【０１１２】
さらに別の態様において、状態ハンドラモジュール３５２は、サーバ側プラットフォーム
依存ランタイム状態を含むサーバ側ＰＳスナップショットを受信する。状態ハンドラモジ
ュール３５２は、サーバ側ＰＳスナップショットと、ブラウザ側プラットフォーム依存ラ
ンタイム状態を含むブラウザ側ＰＳスナップショットとを結合する。サーバ側およびブラ
ウザ側ＰＳスナップショットは結合されてプラットフォーム依存ランタイム状態スナップ
ショットとなる。プラットフォーム依存ランタイム状態スナップショットは、状態ハンド
ラモジュール３５２により、ネットワーク１２を介してリポジトリサーバ３０８に送信さ
れる。
【０１１３】
以前に保存されたＰＩスナップショットが記憶装置から読み出されると、状態ハンドラモ
ジュール３５２はＰＩスナップショットを受信して、ＰＩスナップショットからブラウザ
側プラットフォーム非依存ランタイム状態を抽出する。ブラウザ側プラットフォーム非依
存ランタイム状態は変換モジュール３５０に提供され、変換モジュール３５０はブラウザ
側プラットフォーム非依存ランタイム状態をブラウザ側ＰＳスナップショットに変換する
。変換後、ブラウザ側プラットフォーム依存ランタイム状態は、アクティブセッションと
してインスタンス化される。
【０１１４】
図１０に示すように、リポジトリサーバ３０８はＢＳＭリポジトリモジュール３２２を備
える。図１および６に示されるリポジトリサーバ１８と同様に、リポジトリサーバ３０８
は、ネットワーク１２を介して、第１および第２の装置３０４、３０６、およびアプリケ
ーションサーバ３０２と連携して動作する。また、リポジトリサーバ３０８は、第１およ
び第２の装置３０４、３０６とのみ通信を行ってもよい。
【０１１５】
図１５は、ＢＳＭリポジトリモジュール３２２の一実施形態を示すブロック図である。Ｂ
ＳＭリポジトリモジュール３２２は、図６に示される上述のログインセキュリティコンポ
ーネント８０、ページサーバコンポーネント８２、スナップショット保存コンポーネント
８４、および通信セキュリティコンポーネント８６に加えて、状態ハンドラモジュール３
５４を備える。状態ハンドラモジュール３５４は、第１および第２の装置３０４、３０６
、および／またはアプリケーションサーバ３０２のいずれかからブラウザ側ＰＳスナップ
ショットとサーバ側ＰＳスナップショットを受信し、変換、結合してＰＩスナップショッ
トを生成する。別の態様において、ＢＳＭリポジトリモジュール３２２は任意の数のモジ
ュールを備えてよい。
【０１１６】
また、状態ハンドラモジュール３５４は、ブラウザ側プラットフォーム依存ランタイム状
態とサーバ側プラットフォーム依存ランタイム状態とを含むプラットフォーム依存ランタ
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イム状態スナップショットを受信して、ＰＩスナップショットに変換する。別の態様にお
いて、ＰＩスナップショットが、アプリケーションサーバ３０２のプラットフォームアダ
プタモジュール３１４または状態ハンドラモジュール３５２によって生成される場合、リ
ポジトリサーバ３０８は状態ハンドラモジュール３５４を備えていなくてもよい。この場
合、ＰＩスナップショットはリポジトリサーバ３０８に送信され、スナップショット保存
コンポーネント８４によって保存される。
【０１１７】
尚、ＢＳＭリポジトリモジュール３２２は、図６に示されるタイミングコンポーネント８
８を備えていない。ＢＳＭシステム３００では、アクティブセッションのブラウザ側およ
びサーバ側ランタイム状態の両方がスナップショットに取り込まれるため、タイミングコ
ンポーネント８８が不要となる。従って、アプリケーションサーバ３０２とのアクティブ
セッションを維持するための時間管理が不要となる。
【０１１８】
ユーザは、第１の装置３０４等の通信装置を用いてマルチプラットフォームネットワーク
アプリケーションの起動を要求し、アクティブセッションを開始する。第１の装置３０４
上で動作する第１のブラウザ３１８とのアクティブセッションを確立、維持するために、
マルチプラットフォームネットワークアプリケーションのプラットフォーム依存バージョ
ンがサーバ状態とともに用いられる。アクティブセッション中、第１の装置３０４のユー
ザは、ＢＳＭシステム３００を利用してアクティブセッションの取り込みを開始する。
【０１１９】
アクティブセッションのプラットフォーム依存ランタイム状態は、ＰＳスナップショット
として取り込まれる。具体的には、第１の装置３０４上で動作する第１のブラウザ３１８
のブラウザ現状態と、アプリケーションサーバ３０２のサーバ現状態が取り込まれる。ブ
ラウザ現状態を含むＰＳスナップショットとサーバ現状態を含むＰＳスナップショットは
結合され、アクティブセッションのプラットフォーム非依存ランタイム状態を含むＰＩス
ナップショットに変換される。ＰＩスナップショットはリポジトリサーバ３０８に保存さ
れる。
【０１２０】
ＰＩスナップショットは、第２の装置３０６等の対象装置を用いて後で読み出される。Ｐ
Ｉスナップショットは、第２の装置３０６のハードウェアおよび／またはソフトウェア能
力（プラットフォーム）に基づいてＰＳスナップショットに変換される。サーバ側ＰＳス
ナップショットには、サーバ側プラットフォーム依存ランタイム状態データが含まれ、ブ
ラウザ側ＰＳスナップショットには、ブラウザ側プラットフォーム依存ランタイム状態デ
ータが含まれる。プラットフォーム依存ランタイム状態はアクティブセッションとしてイ
ンスタンス化され、以前に確立されたアクティブセッションが再開される。アクティブセ
ッションの再開には、アプリケーションサーバ３０２と第２の装置３０６上で動作する第
２のブラウザ３２０が用いられる。従って、アクティブセッションは、あらゆるプラット
フォーム上で復元可能である。
【０１２１】
ＢＳＭシステム３００では、プラットフォーム依存ランタイム状態の相違に対して変換を
もって対応する。この変換は、プラットフォーム依存ランタイム状態およびプラットフォ
ーム非依存ランタイム状態間の選択的なマッピングに基づいて行われる。ＢＳＭシステム
３００では、このマッピングを通じてプラットフォーム依存ランタイム状態間の相違を調
整する。ＢＳＭシステム３００によれば、あるプラットフォームに依存する表示から別の
プラットフォームに依存する表示への構成要素のマッピングが容易になるため、異なるプ
ラットフォーム間のシームレスな変換が可能になる。
【０１２２】
ＢＳＭシステム３００において、ページレイアウト、ユーザインターフェイス装置、状態
メンテナンス等の相違、およびその他のプラットフォームに依存する相違は、変換によっ
て対処される。ページレイアウトは、アクティブセッション中のページにおいてどのよう
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にタスクが細分化または統合されるかを示す。タスクは、ユーザによって命令される、検
索、購入、選択等のアクティブセッション中のさまざまな機能を指す。ユーザインターフ
ェイス装置は、キーパッド、キーボード、タッチスクリーン、マウス等のランタイム状態
データの入力やアクティブセッション中の操作の際にユーザによって操作される装置を指
す。状態メンテナンスは、データベース入力、クッキー、スクリプト変数、隠しフォーム
フィールド等の状態をプラットフォーム依存アプリケーションがページ間でどのように維
持するかを示す。状態メンテナンスは、ブラウザ状態およびサーバ状態間でどのように状
態が同期化されるかも示す。
【０１２３】
ＰＳスナップショットをマッピングする際には、ページおよびデータが選択的にマッピン
グされる。ページは、各ページがプラットフォーム非依存タスクに対応しているものとみ
なしてマッピングされる。上述したように、データには、フォーム制御、クッキー、ＪＳ
Ｐ変数、スクリプト変数等が含まれる。あるマッピング方法例では、ＰＳスナップショッ
トのデータをマッピングする際に、固有のプラットフォーム非依存名称がデータに選択的
に割り当てられる。プラットフォーム依存データは、マッピング記述ファイルを用いて、
割り当てられた固有のプラットフォーム非依存名称にマッピングされ、プラットフォーム
依存データからプラットフォーム非依存データに変換される。同様に、プラットフォーム
非依存データを特定のプラットフォームのＰＳスナップショットに変換する場合には、当
該特定のプラットフォームに対応するマッピング記述ファイルを用いて、固有のプラット
フォーム非依存名称からＰＳスナップショットのプラットフォーム依存データに変換され
る。
【０１２４】
マッピング機構の一実施例として、ＨＴＭＬの注と２つの単純なＸＭＬドキュメントを用
いるタイプがある。このマッピング機構を説明するために、ＢＳＭモジュール３１６によ
るＰＩスナップショットの保存および復元動作の一例を取り上げる。ＢＳＭモジュール３
１６は、マルチプラットフォームＩＤに基づいてアプリケーションをマルチプラットフォ
ームアプリケーションと特定する。マルチプラットフォームＩＤの一例としては、＜link
 rel＝"bsm-map" href＝"my-platform.xml"＞等の各
ＨＴＭＬページのヘッダの１行がある。この場合、リンク要素はＨＴＭＬ標準の一部であ
り、２つのドキュメント間の関係を指定するために用いられる。この場合の関係は、ブラ
ウザを用いて現在閲覧されているページにはマッピングが適用され、マッピング記述ファ
イル（この場合、"my-platform.xml"）にマッピングが記述されてい
ることを指定している。
【０１２５】
マッピング記述ファイルは、保存および復元プロセスにおいて、プラットフォーム依存お
よびプラットフォーム非依存ランタイム状態間の変換を行う際の指示書としてＢＳＭモジ
ュール３１６に用いられる。このタイプのマッピング記述ファイルのＤＴＤ（Document T
ype Definition）では次の構造が指定される。
・map要素は、後述するマスターマッピングファイルのＵＲＬと１以上のpage要素を含む
。
・page要素は、ページのＵＲＬからネットワークアプリケーションの変則的かつ概念的な
１以上のタスクへのマッピングを行う。タスクは０以上のcontrol要素を含む。
・control要素は、プラットフォーム依存ユーザインターフェイス装置名から固有のプラ
ットフォーム非依存名称へのマッピングを行い、０以上のvalue要素を含む。
・value要素（セッションデータおよび／または状態データ）は、ユーザインターフェイ
ス装置等のプラットフォーム依存値からプラットフォーム非依存値へのマッピングを行う
。
【０１２６】
マッピング記述ファイルは、アプリケーション開発者によって、ネットワークアプリケー
ションの各プラットフォーム依存バージョン用に選択的に記述される。例えば、マッピン
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グ記述ファイルは、第１のプラットフォームに依存するバージョンのあるpage要素（タス
ク）中のcontrol要素に含まれる値（データ）の範囲から、第２のプラットフォームに依
存するバージョンの別のpage要素（タスク）中の別のcontrol要素に含まれる値（データ
）の範囲へ明示的にマッピングされるように記述される。マッピング記述ファイルにより
、アプリケーション開発者には、異なるプラットフォームに依存するアプリケーション間
において名称および値の範囲が異なるcontrol要素のみに対して選択的にマッピングする
という柔軟性が与えられる。異なるプラットフォームに依存するアプリケーション間にお
いて名称および値の範囲が同じ場合には、例えば、固有のプラットフォーム非依存名称へ
のマッピングが指定される必要がない。別々のプラットフォーム依存バージョン間におい
て名称および値の範囲が全て同じ場合、アプリケーション開発者は、マッピング記述ファ
イルにおいてpage要素（タスク）のマッピングのみ指定すればよい。
【０１２７】
以下の例では、３つのページがタスクにマッピングされ、control要素（この例では、＜s
elect＞または＜input type＝"radio"＞要素グループを想定）が固有のプラットフォーム
非依存名称および値の範囲にマッピングされている。
＜map master＝"master.xml"＞
＜page url＝"http://localhost/foo.html" task＝"foo"＞
＜control from＝"ab" to＝"alphabravo"＞
＜value from＝"a" to＝"alpha"＞
＜value from＝"b" to＝"bravo"＞
＜value from＝"c" to＝"charlie"＞
＜/control＞
＜/page＞
＜page url＝"http://localhost/bar.html" task＝"bar"/＞
＜page url＝"http://localhost/baz.html" task＝"baz"/＞
＜/map＞
【０１２８】
ＢＳＭシステム３００では、各マルチプラットフォームネットワークアプリケーションに
対してアプリケーション開発者によって作成されるマスターマッピングファイルが用いら
れる。マスターマッピングファイルには、プラットフォームとマッピング記述ファイルと
の対応関係が記述されている。ＢＳＭシステム３００では、ＰＩスナップショットを復元
する際にマスターマッピングファイルが用いられる。マスターマッピングファイルによっ
て、ＰＩスナップショットからブラウザ側ＰＳスナップショットおよびサーバ側ＰＳスナ
ップショットへの変換またはその逆の変換の際に用いられるマッピング記述ファイルが特
定される。同様に、ＰＳスナップショットによって、プラットフォーム依存バージョンの
表示の際にロードされるページが特定される。
【０１２９】
一般的に、マルチプラットフォームネットワークアプリケーションは、起動要求に基づい
て表示を選択する。起動要求は、例えばＨＴＴＰ要求で送信されるuser-agentストリング
である。同様に、ＢＳＭシステム３００では、移動させたランタイム状態に対応する表示
が選択される。表示は、アクティブセッション中の条件、デフォルト表示、またはその他
のランタイム状態に関連するパラメータに基づいて選択される。ある態様では、マルチプ
ラットフォームネットワークアプリケーションが表示を選択する際に用いられる方法と同
様の方法がＢＳＭシステム３００において用いられる。以下は、ＤＴＤの一例である。
・master要素は１以上のmap要素を含む。
・map要素は、user-agentストリングに対応する正規表現と、user-agentストリングと関
連付けられたマッピング記述ファイルに対応するＵＲＬとを含む。複数の正規表現がuser
-agentストリングに対応する場合には、マッピング記述ファイルの最初の正規表現が用い
られる。
【０１３０】
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以下は、マスターマッピングファイルの一例である。
＜master＞
＜map useragent＝"windows" url＝"pc-map.xml"/＞
＜map useragent＝"pocket" url＝"ppc-map.xml"/＞
＜map useragent＝"*" url＝"default-map.xml"/＞
＜/master＞
【０１３１】
このマスターマッピングファイルでは、"windows"を含む全てのuser-agentストリングがp
c-map.xml記述ファイルと、"pocket"を含むuser-agentストリングがppc-map.xml記述ファ
イルと、そしてその他のuser-agentストリングがdefault-map.xml記述ファイルと関連付
けられている。
【０１３２】
上述のマッピングおよび変換は、ＢＳＭモジュール３１６、プラットフォームアダプタモ
ジュール３１４、および／またはＢＳＭリポジトリモジュール３２２において行われる。
ある態様において、マッピングはＸＭＬ等のコードを用いて行われる。図１６は、上述の
ブックストアアプリケーションのサーバ側ＰＳスナップショットからＰＩスナップショッ
トへマッピングする、アプリケーション記述およびマッピング記述ファイルの一例である
。
【０１３３】
上記の例がマッピングの完全な実施例ではなく、ＢＳＭシステム３００におけるマッピン
グの一実施例であることは当業者にとって明らかである。一般的に、アプリケーション記
述およびマッピング記述ファイルでは、セッションデータおよび状態データがname属性と
type属性の対で記述される。
【０１３４】
ＢＳＭシステム３００では、有限状態機械（Finite State Model：ＦＳＭ）の概念に基づ
いてプラットフォーム依存表示がモデル化される。ＢＳＭシステム３００では、ＦＳＭの
概念を用いてマルチプラットフォームネットワークアプリケーションのプラットフォーム
依存バージョンのプラットフォーム依存表示の構造が表される。ＦＳＭモデルとともに上
述のマッピングを用いて、異なるプラットフォーム間を移動させるランタイム状態を選択
的に変換する。
【０１３５】
ＢＳＭシステム３００において、ＦＳＭモデルは、ある頂点から次の頂点を結ぶ各辺が頂
点の順序対となる有向グラフである。マルチプラットフォームネットワークアプリケーシ
ョンのプラットフォーム依存バージョンの各プラットフォーム依存表示の構造は、有向グ
ラフを用いてモデル化される。
【０１３６】
ＦＳＭモデルの有向グラフは、状態を示す頂点と状態間の遷移を示す辺からなる。ここで
、ＦＳＭモデルにおける状態は、プラットフォーム依存表示のタスクを指す。ＦＳＭモデ
ルにおける状態間の遷移は、アクティブセッションのプラットフォーム依存表示中の移動
を指す。移動には、ブラウザにおけるフォームの送信やリンク先に飛ぶ等の、アクティブ
セッション中のユーザの操作が含まれる。アクティブセッションのランタイム状態を保存
および復元するためには、ＦＳＭモデルにおける遷移が明示的にモデル化されなくてもよ
い。その代わりに、ネットワークアプリケーションのプラットフォーム依存バージョンの
論理に暗示されていると推定される。
【０１３７】
データフィールドは、ＦＳＭモデルにおける各状態と関連付けられる。データフィールド
は、プラットフォーム依存表示においてユーザに提示されるフォーム制御に相当する。さ
らに、アクティブセッションのプラットフォーム依存表示の状態データおよびセッション
データがデータフィールドに含まれる。状態データは、ブラウザ状態および／またはサー
バ状態のタスクデータを表すセッション固有のデータである。「ショッピングカート」の
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内容やクッキー等のセッションデータは、アクティブセッション中、状態間で不変である
。
【０１３８】
ＦＳＭモデルを用いることによって、ネットワークアプリケーションのプラットフォーム
依存バージョンの各アクティブセッションに関連付けられた表示の全ての構造が表される
。アクティブセッションのブラウザ側およびサーバ側プラットフォーム依存ランタイム状
態もまた、ＦＳＭモデルを用いて表されるプラットフォーム依存表示に含まれる。
【０１３９】
例えば、プラットフォーム依存表示例である図１１、１２、および１３では、それぞれ異
なるＦＳＭモデルが用いられてマルチプラットフォームネットワークアプリケーションの
プラットフォーム依存表示の構造が表されている。ＦＳＭモデルにおける状態は、アクテ
ィブセッション中のブラウザに表示される、特定のプラットフォームを特に対象とするペ
ージを表す。例えば、図１２に示される第２の表示例には３つの状態３２６、３２８、お
よび３３０が表示されている。ＦＳＭモデルにおけるデータフィールドには、アクティブ
セッション中にユーザによってブラウザに生成される状態データおよびセッションデータ
（例えば、ブラウザ側ランタイム状態）が含まれる。例えば、送信されなかった、名前等
のチェックアウト情報は、プラットフォーム依存表示の状態データとしてブラウザ側ラン
タイム状態に含まれる。
【０１４０】
同様に、サーバ側のプラットフォーム依存表示もＦＳＭモデルを用いて表される。サーバ
側のＦＳＭモデルにおけるデータフィールドも状態データおよびセッションデータ（例え
ば、サーバ側ランタイム状態）を表す。例えば、ユーザが要求する書籍目録がアクセスさ
れるデータベースは状態データの一部である。
【０１４１】
マッピング記述ファイルを用いたマッピングによれば、各プラットフォーム依存ＦＳＭモ
デルで表されるプラットフォーム依存ランタイム状態およびデータフィールドを、プラッ
トフォーム非依存ランタイム状態およびプラットフォーム依存ランタイム状態間で選択的
に変換することが可能になる。マッピングによれば、ランタイム状態と、ユーザが操作し
ている装置とが関連付けられることがない。さらに、マッピングによって、マルチプラッ
トフォームネットワークアプリケーションの異なるプラットフォームに依存するバージョ
ン間における、ユーザインターフェイス装置およびページレイアウトの相違がモデル化さ
れる。例えば、データフィールドは、マルチプラットフォームネットワークアプリケーシ
ョンのプラットフォーム依存バージョンに基づいて、アクティブセッション中の各タスク
においてユーザに選択的に提示される操作手段を表す。操作手段は、各プラットフォーム
依存ネットワークアプリケーションの論理に基づいて提示されてもよい。
【０１４２】
ＢＳＭシステム３００では、ネットワークアプリケーションのプラットフォーム依存バー
ジョンのどの状態（例えば、表示）でユーザがＰＩスナップショットを保存したかが特定
される。従って、ユーザがＰＩスナップショットを保存した時点の状態のＩＤがネットワ
ークアプリケーションのプラットフォーム依存バージョン間でランタイム状態とともに転
送される。ＰＩスナップショットが読み出されて復元される際には、ＰＩスナップショッ
トが保存された時と同じ状態（ランタイム状態を含む）にアクティブセションが復元され
る。
【０１４３】
ユーザがＰＩスナップショットを保存した時点の状態は、次の比較的容易な２段階プロセ
スで特定される。まず、表示構造を表すＦＳＭモデルにおける状態を調べて、表示ページ
中の一部入力されたデータフィールドを特定する。一部入力されたデータフィールドが存
在しない、または複数存在する場合には、アプリケーション開発者によって指定されたデ
フォルト状態が、ユーザがＰＩスナップショットを保存した時点の状態として特定される
。



(34) JP 4391766 B2 2009.12.24

10

20

30

40

50

【０１４４】
ＰＩスナップショットの復元時も、ユーザがＰＩスナップショットを保存した時点の状態
が同様に特定される。第１のプラットフォームに依存する表示のＦＳＭモデルにおける状
態のうちデータフィールドの一部のみにデータが入力されている状態が存在する場合には
、その状態が、ユーザがＰＩスナップショットを保存した時点の状態として特定される。
アクティブセッションが再インスタンス化される際には、特定された状態に対応する、第
２のプラットフォームに依存する表示の状態が特定されて、その状態に関連付けられた表
示が行われる。一部入力されたデータフィールドが存在しない、または複数存在する場合
には、デフォルトマッピングを用いて状態が特定される。
【０１４５】
図１７は、図１０に示されるＢＳＭシステム３００の動作例を示すフローチャートである
。ここでは、アクティブセッションを表すＰＩスナップショットが保存される。まず、ブ
ロック４０２において、ユーザは第１の装置３０４上で第１のブラウザ３１８を起動する
。ブロック４０４において、ユーザは、第１の装置３０４を用いてリポジトリサーバ３０
８にログオンする。ブロック４０６において、ユーザは、第１の装置３０４を用いてアク
ティブセッション開始要求をアプリケーションサーバ３０２に送信する。
【０１４６】
ブロック４０８において、アプリケーションサーバ３０２は、第１の装置３０４のプラッ
トフォームの種類を特定する。ブロック４１０において、アプリケーションサーバ３０２
は、第１の装置３０４のプラットフォームに対応する、マルチプラットフォームネットワ
ークアプリケーションのプラットフォーム依存バージョンを起動する。ブロック４１２に
おいて、第１の装置３０４の第１のブラウザ３１８は画面を表示する。ブロック４１４に
おいて、ユーザがアクティブセッション中に操作を行うと、ブラウザ状態およびサーバ状
態の変更が行われる。ブロック４１６において、ユーザは、第１の装置３０４を用いてア
クティブセッションのスナップショット取り込みを開始する。
【０１４７】
ブロック４１８において、第１の装置３０４のＢＳＭモジュール３１６は、ネットワーク
１２を介してプラットフォームアダプタモジュール３１４に保存要求を送信する。この保
存要求はＵＲＬ等のリソースロケータであり、第１の装置３０４のプラットフォームを特
定するための少なくとも１の暗号化された変数が添付されている。ブロック４２０におい
て、プラットフォームアダプタモジュール３１４は、アクティブセッションのサーバ側ラ
ンタイム状態（状態データおよびセッションデータ）をサーバ側ＰＳスナップショットと
して取り込む。ブロック４２２では、マスターマッピングファイルを用いて、保存要求で
特定されるプラットフォームに対応するマッピング記述ファイルを特定する。ブロック４
２４では、特定されたマッピング記述ファイルを用いて、サーバ側ＰＳスナップショット
がＰＩスナップショットに変換される。
【０１４８】
図１８のブロック４２６において、プラットフォームアダプタモジュール３１４は、保存
要求に対する応答として第１の装置３０４に対してＰＩスナップショットを送信する。ブ
ロック４２８では、保存要求に対する応答として、特定されたマッピング記述ファイルが
さらに第１の装置３０４に送信される。ブロック４３０において、ＢＳＭモジュール３１
６は、サーバ側プラットフォーム非依存ランタイム状態を含むＰＩスナップショットを受
信する。ブロック４３２において、ＢＳＭモジュール３１６は、ブラウザ側ＰＳスナップ
ショットとしてブラウザ側プラットフォーム依存ランタイム状態を取り込む。ブロック４
３４において、ＢＳＭモジュール３１６は、マッピング記述ファイルを用いてブラウザ側
ＰＳスナップショットをブラウザ側プラットフォーム非依存ランタイム状態に選択的に変
換する。ブロック４３６において、ブラウザ側プラットフォーム非依存ランタイム状態は
、アプリケーションサーバ３０２から受信したＰＩスナップショットのサーバ側プラット
フォーム非依存ランタイム状態と結合される。ブロック４３８において、アクティブセッ
ションのプラットフォーム非依存ランタイム状態を含むＰＩスナップショットは、シリア
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ル化されてリポジトリサーバ３０８に送信される。ブロック４４０において、リポジトリ
サーバ３０８はＰＩスナップショットを保存する。
【０１４９】
別の態様において、ブラウザ側ランタイム状態とサーバ側ランタイム状態は、アプリケー
ションサーバ３０２または第１の装置３０４のいずれにおいて変換されてもよい。さらに
別の態様において、リポジトリサーバ３０８は、アプリケーションサーバ３０２および第
１の装置３０４からネットワーク１２を介して送信されるＰＳスナップショットをマッピ
ング記述ファイルを用いて選択的に変換してもよい。さらに別の態様において、第１の装
置３０４が、アプリケーションサーバ３０２から送信されるサーバ側ＰＳスナップショッ
トとブラウザ側ＰＳスナップショットをリポジトリサーバ３０８に送信し、リポジトリサ
ーバ３０８がＰＳスナップショットをＰＩスナップショットに変換してもよい。以上より
明らかなように、ＢＳＭシステム３００内の任意の場所で、マッピング記述ファイルを用
いたＰＩスナップショットへの変換が可能である。
【０１５０】
図１９は、図１０に示されるＢＳＭシステム３００の動作例を示すフローチャートである
。ここでは、図１７および１８に示されるように第１の装置３０４を用いて保存されたＰ
Ｉスナップショットが、アクティブセッションに復元される。まず、ブロック５０２にお
いて、第２の装置３０６等の通信装置上でブラウザを起動する。ここでは説明のため、第
２の装置３０６のプラットフォームが第１の装置３０４のものとは異なると想定する。ブ
ロック５０４において、ユーザは第２の装置３０６を用いてリポジトリサーバ３０８にロ
グオンする。ブロック５０６において、ユーザは、以前に保存されたアクティブセッショ
ンのＰＩスナップショットの復元を決定し、ネットワーク１２を介してリポジトリサーバ
３０８に復元要求を送信する。ブロック５０８において、リポジトリサーバ３０８は、復
元要求の応答として、保存されたＰＩスナップショットをネットワーク１２を介して第２
の装置３０６に送信する。
【０１５１】
ブロック５１０において、第２の装置３０６のプラットフォームのＩＤがセッション再開
要求に含まれる。このセッション再開要求には、第２の装置３０６上で表示される表示状
態を特定するための少なくとも１の暗号化された変数と、ＵＲＬ等のリソースロケータが
含まれる。ブロック５１２において、第２の装置３０６は、セッション再開要求により、
保存されたＰＩスナップショットをアプリケーションサーバ３０２に送信する。ブロック
５１４において、プラットフォームアダプタモジュール３１４はマスターマッピングファ
イルにアクセスして、第２の装置３０６のプラットフォームに対応するマッピング記述フ
ァイルを特定する。ブロック５１６において、プラットフォームアダプタモジュール３１
４は、特定されたマッピング記述ファイルを用いて、ＰＩスナップショットに含まれるサ
ーバ側ランタイム状態をサーバ側ＰＳスナップショットに変換する。ブロック５１８にお
いて、プラットフォームアダプタモジュール３１４はサーバ側ＰＳスナップショットに含
まれるサーバ側ランタイム状態を再インスタンス化する。ブロック５２０において、プラ
ットフォームアダプタモジュール３１４は、セッション再開要求に対する応答として、セ
ッション再開要求で特定される表示状態に対応する、復元されたアクティブセッションの
ページを送信する。
【０１５２】
ブロック５２２において、プラットフォームアダプタモジュール３１４は、セッション再
開要求に対する応答として、特定されたマッピング記述ファイルも第２の装置３０６に送
信する。ブロック５２４において、第２の装置３０６のＢＳＭモジュール３１６は、マッ
ピング記述ファイルを用いてＰＩスナップショットをブラウザ側ＰＳスナップショットに
変換する。ブロック５２６において、第２の装置３０６の第２のブラウザ３２０は、アプ
リケーションサーバ３０２がら送信されたページを表示する。ブロック５２８において、
ＢＳＭモジュール３１６はブラウザ側ランタイム状態を再インスタンス化することで、表
示ページ中のフォームにデータが入力され、スクリプト変数、クッキー等が再び初期化さ
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れる。ブラウザ側ＰＳスナップショットが完全に復元されると、ブロック５３０において
、ユーザは第２の装置３０６の第２のブラウザ３２０を用いて、スナップショットが取り
込まれた時点からアクティブセッションを再開する。別の態様において、ＢＳＭシステム
３００の他の装置が、マッピング記述ファイルを用いてＰＩスナップショットをＰＳスナ
ップショットに変換してもよい。
【０１５３】
別の態様において、ＢＳＭシステム３００は、上述したＢＳＲサービス１０と同様に、ブ
ラウザ側ランタイム状態のみをスナップショットとして取り込んでもよい。しかしながら
、ＢＳＭシステム３００は、ブラウザ側ＰＳスナップショットおよびＰＩスナップショッ
ト間のランタイム状態の変換をマッピングする能力をさらに備える。従って、ＢＳＭシス
テム３００によれば、マルチプラットフォームネットワークアプリケーションの各プラッ
トフォーム依存バージョン間で異なるページレイアウト、ユーザインターフェイス装置、
およびアプリケーション状態がシームレスに変換される。ＢＳＭシステム３００が提供す
る柔軟性のある枠組みでは、アプリケーション開発者が、異なるプラットフォーム上で動
作するブラウザ間におけるブラウザ側ランタイム状態のマッピングを選択的に指定できる
。
【０１５４】
この場合、サーバ側で維持されるアプリケーション状態の取り込み、変換、および保存は
行われない。従って、サーバがアクティブセッションを終了すると、ＢＳＭシステム３０
０を利用して保存されたＰＩスナップショットは無効になる。保存されたアクティブセッ
ションの無効を回避するために、リポジトリサーバ３０８は図６に示されるタイミングコ
ンポーネント８８も備える。図６を参照して説明したように、タイミングコンポーネント
８８は、一旦ＰＩスナップショットが保存されるとアクティブセッションの管理を開始す
る。または、一旦ＰＩスナップショットが保存されると、アクティブセッションのタイム
アウトまでの時間延長やタイムアウトの停止が行われる。
【０１５５】
サーバ側ランタイム状態が取り込まれないため、ＢＳＭシステム３００の提供者がアプリ
ケーションサーバ３０２の提供者でない場合に、アプリケーションサーバ３０２内部の情
報が漏れるのを回避できる。具体的には、アプリケーションサーバ３０２が、全ての一般
プログラミング言語およびサーバ環境に適応するように、ＣＧＩスクリプトの任意変数等
の変数を変更できる構成とされる必要がなくなる。さらに、アプリケーションサーバ３０
２内部の情報が外部に漏れることに伴い予想されるセキュリティリスクが回避できる。さ
らに、ブラウザ側ランタイム状態のみマッピングが行われる場合には、アプリケーション
開発者による努力をそれほど必要とせずに、マルチプラットフォームネットワークアプリ
ケーションのローミングが可能になる。
【０１５６】
第１および第２の装置３０４、３０６が備えるコンポーネントによる上述の処理を実行す
るプログラムを、アプリケーションプログラムとして第１および第２の装置３０４、３０
６にインストールしてもよい。さらには、このようなプログラムを記録したＣＤ－ＲＯＭ
等の様々な記録媒体をユーザに提供するようにしてもよいし、インターネット等の通信回
線を介してユーザに提供するようにしてもよい。
【０１５７】
【発明の効果】
上述したＢＳＭシステム３００によれば、任意のプラットフォームおよび任意のブラウザ
上におけるアクティブセッションの取り込み、保存、および復元が可能になる。マルチプ
ラットフォームネットワークアプリケーションのプラットフォーム依存バージョンのラン
タイム状態は取り込まれると、プラットフォーム非依存ランタイム状態に変換されて保存
される。同様に、プラットフォーム非依存ランタイム状態は読み出されると、異なるプラ
ットフォームに依存するランタイム状態に変換されて、マルチプラットフォームネットワ
ークアプリケーションの、異なるプラットフォームに依存するバージョンに対応するプラ
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ットフォーム上で使用される。従って、ランタイム状態とプラットフォームとが関連付け
られることがない。さらに、ランタイム状態には、アクティブセッションのサーバ側およ
びブラウザ側ランタイム状態の両方が含まれるため、アクティブセッションは無期限に保
存され、アクティブセッションの状態データおよびセッションデータが完全な状態で復元
される。また、ブラウザ側ランタイム状態のみが保存される場合でも、ランタイム状態と
特定のプラットフォームとが関連付けられることはない。
【０１５８】
以上、本発明を具体的な実施形態を参照して説明してきたが、請求の範囲に記載された本
発明の意図および範囲から逸脱することなくこれらの実施形態に対して種々の変更が可能
であることは明白である。従って、本明細書および図面は例示的なものであり、限定的な
ものではない。
【図面の簡単な説明】
【図１】　ＢＳＲサービスを示すブロック図である。
【図２】　図１に示されるＢＳＲサービスを示す詳細なブロック図である。
【図３】　図２に示されるＢＳＲ装置モジュールを示す詳細なブロック図である。
【図４】　図３に示されるＢＳＲ装置モジュールにより起動されるユーザインターフェイ
スバーの一例を示す図である。
【図５】　図３に示されるＢＳＲ装置モジュールにより起動されるユーザインターフェイ
スバーの別の例を示す図である。
【図６】　図２に示されるＢＳＲリポジトリモジュールを示す詳細なブロック図である。
【図７】　ＢＳＲサービスの一動作例を示すフローチャートである。
【図８】　図７に示されるＢＳＲサービスの一動作例の続きを示すフローチャートである
。
【図９】　ＢＳＲサービスの動作例を示すフローチャートである。
【図１０】　ブラウザセッションモビリティ（ＢＳＭ）システムを示すブロック図である
。
【図１１】　図１０に示されるＢＳＭシステム内のブラウザ／プラットフォーム上の表示
例である。
【図１２】　図１０に示されるＢＳＭシステム内のブラウザ／プラットフォーム上の第２
の表示例である。
【図１３】　図１０に示されるＢＳＭシステム内のブラウザ／プラットフォーム上の第３
の表示例である。
【図１４】　ＢＳＭモジュールを示す詳細なブロック図である。
【図１５】　ＢＳＭリポジトリモジュールを示す詳細なブロック図である。
【図１６】　アプリケーション記述およびマッピング記述ファイルの一例を示す図である
。
【図１７】　図１０に示されるＢＳＭシステムによる、アクティブセッションの取り込み
、変換、および保存動作の一例を示すフローチャートである。
【図１８】　図１７に示されるＢＳＭシステムの動作例の続きを示すフローチャートであ
る。
【図１９】　図１０に示されるＢＳＭシステムによる、異なるプラットフォーム上でアク
ティブセッションを復元する動作の一例を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１０…ブラウザ状態リポジトリ（ＢＳＲ）サービス、１２…ネットワーク、１４、３０４
…第１の装置、１６、３０６…第２の装置、１８、３０８…リポジトリサーバ、２０、３
１８…第１のブラウザ、２２、３２０…第２のブラウザ、３０…サイト、３４…ＢＳＲ装
置モジュール、３６…ＢＳＲリポジトリモジュール、４０…インターフェイスコンポーネ
ント、４２…セキュリティコンポーネント、４４…取り込みコンポーネント、４６…復元
コンポーネント、５２…ユーザＩＤ欄、５４…パスワード欄、５６…サインオンボタン、
５８…リセットボタン、６０…認証装置ＩＤ欄、６２…ユーザＩＤ欄、６４…スナップシ
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ョットボタン、６６…セッション名欄、６８…セッションパスワード欄、７０…復元ボタ
ン、７２…セッション選択欄、７４…サインオフボタン、７６…ＢＳＲリポジトリモジュ
ール欄、８０…ログインセキュリティコンポーネント、８２…ページサーバコンポーネン
ト、８４…スナップショット保存コンポーネント、８６…通信セキュリティコンポーネン
ト、８８…タイミングコンポーネント、３００…ＢＳＭシステム、３０２…アプリケーシ
ョンサーバ、３１２…サーバ状態モジュール、３１４…プラットフォームアダプタモジュ
ール、３１６…ＢＳＭモジュール、３２２…ＢＳＭリポジトリモジュール、３２４…第１
のブラウザ表示例、３２６…書籍目録タスク、３２８…ショッピングカートタスク、３３
０…チェックアウトタスク、３３４…第２のブラウザ表示例、３４０…第３のブラウザ表
示例、３４４…プルダウンメニュー、３５０…変換モジュール、３５２、３５４…状態ハ
ンドラモジュール。

【図１】 【図２】
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【図１０】 【図１１】
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【図１４】
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【図１６】
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